
設置の趣旨等を記載した書類 

目  次 

1. 設置の趣旨及び必要性 ・・・・・・・・・・・・・・２

2. 専攻の名称及び学位の名称 ・・・・・・・・・・・・・・10

3. 教育課程の編成の考え方及び特色 ・・・・・・・・・・・・・・12

4. 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 ・・・・・・・・18

5. 基礎となる学部等との関係 ・・・・・・・・・・・・・・23

6. 「大学院設置基準」第 14 条による教育方法の実施 ・・・・・・・・24

7. 入学者選抜の概要 ・・・・・・・・・・・・・・27

8. 教員組織の編成の考え方及び特色 ・・・・・・・・・・・・・・31

9. 施設、設備等の整備計画 ・・・・・・・・・・・・・・33

10. 管理運営 ・・・・・・・・・・・・・・35

11. 自己点検・評価 ・・・・・・・・・・・・・・37

12. 情報の公表 ・・・・・・・・・・・・・・39

13. 教育内容等の改善のための組織的な研修等 ・・・・・・・・・・・・41

－設置等の趣旨（本文）－1－



1. 設置の趣旨及び必要性

1-1 設置の背景と理由・必要性

(1) 設置の背景

 狩猟社会（Society 1.0)、農耕社会（Society 2.0）を経た人類は 17 世紀に科学を生み

出し、18 世紀に産業革命を起こして工業社会（Society 3.0)を築いた。20 世紀に入ると科

学技術が爆発的に発展して我々の暮らしは以前とは比較にならないほど豊かになり、1960

年代には電子計算機が登場して産業界で重要な働きを持つようになった。1990 年代にはイ

ンターネットが普及して情報社会（Society 4.0）が到来し、SNS の普及やプラットフォー

マーと呼ばれる IT 関連の巨大企業の登場によって我々の日常生活が大きく変わった。我が

国は 20 世紀後半に科学技術を大きく発展させ、鉄鋼、造船、自動車、半導体等の産業にお

いて世界を主導する地位を築いて、GDP がアメリカに次ぐ世界第 2位の経済大国となった。

21 世紀に入ると社会構造や価値観が大きく変化し、ものづくりは多様化、複雑化した。健

康、医療、福祉が重視され、地球環境への配慮などが強く叫ばれるようになり、2015 年に

は国連において持続可能な開発目標（SDGs）として 17 の世界的目標と 169 の達成基準が示

された。一方で、中国や韓国、台湾、インド等が急速に科学技術力を身につけ、我が国は

次第に国際的な競争力を失い GDP は世界第 3位に後退した。 

 このような世界の変化に対応して我が国は、非連続的なイノベーションを生み出して大

変革時代を先導し、新しい価値やサービスが次々と創出される「超スマート社会」（Society 

5.0）を世界に先駆けて実現するため、2016 年に第 5期科学技術基本計画を策定して、サイ

バー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステム（CPS）の研究開発の強化を目指す

取組を開始した。また、2020 年には、温室効果ガス排出量を 2050 年までに実質ゼロとする

「2050 年カーボンニュートラル」を宣言した。しかし、このような取り組みにも関わらず、

我が国の産業や経済は依然として厳しい状況に置かれている。産業界や官公庁のデジタル

化の取り組みは他国と比べて大きく遅れており、そのことが 2019 年に発生した COVID-19 

感染症への対策においても感染拡大の防止や経済活動の回復を阻害する大きな要因となっ

た。エネルギー構造の変革の取り組みや、近年、特に重要性が増している人工知能やデー

タサイエンスにおける研究開発や人材育成においても、我が国は十分な成果を挙げていな

い。 

 もちろん、現在でも我が国には、素材や部品など国際的に極めて高い競争力を保つ科学

技術の領域は少なくなく、そのような領域をさらに発展させていくことは我が国の国際的

な競争力を維持する上で重要である。しかし、ますます激化する国際競争の下で、我が国

が次世代を開拓する科学技術において主導的な役割を果たし、世界的な広がりを見せる

種々の問題の解決に貢献していくためには、個々の研究領域において優れた成果を上げる

だけでなく、工学、自然科学、数学、さらには社会科学や人文科学などを含む広範な学問
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分野にまたがる新興領域や融合領域において、旧来の課題解決型の研究開発を超えた価値

創造に貢献する人材の養成と新技術の創出を確実に実行していく必要がある。 

(2) これまでの神戸大学の取組

 本学は 1958 年に工学部計測工学科を、1964 年に大学院工学研究科計測工学専攻（修士課

程）を設置し、1972 年に我が国で初めてとなる工学部システム工学科を、1976 年に工学研

究科システム工学専攻（修士課程）を設置した。また、これら二つの大学院修士課程の専

攻に対応する博士後期課程として、1981 年に大学院自然科学研究科システム科学専攻を、

1988 年に自然科学研究科知能科学専攻を設置した。計測工学は物理的世界に内在する情報

の基礎と応用に関わる教育研究分野、システム工学は機械システムや電気・電子システム、

情報・ネットワークシステムなどに共通したシステム全般に関わる概念や課題を論理的・

科学的・実践的に取り扱う教育研究分野であり、これらの学科・専攻でなされた教育研究

はまさに Society5.0 や CPS に関する先駆的な取り組みであると考えられる。さらに、1992

年に工学部の二学科と大学院工学研究科修士課程の二専攻を発展的に統合し、計測工学・

システム工学・応用数学を包括する教育研究組織として、工学部情報知能工学科及び工学

研究科情報知能工学専攻（修士課程）を設置した。その後、大学院の教育課程は何度か改

組されているが、2007 年に、情報を媒体として既存の諸工学分野を統融合し次世代の知能

化技術や知能システムを創出するための教育研究に取り組むことを目的として、前期課程

から後期課程まで一貫した、大学院工学研究科情報知能学専攻を設置した。 

このような経緯のもと本学は、情報やシステムに関する数多くの顕著な研究実績を挙げ、

多数の優秀な研究者や卒業生を輩出してきた。また、この間、他大学と連携しながら情報

関連の教育研究を積極的に推進してきた。 2006 年度に開始された文部科学省による「先導

的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラム」の一環として、関西圏の 8 大学（大阪大学、

大阪工業大学、京都大学、高知工科大学、奈良先端科学技術大学院大学、兵庫県立大学、

立命館大学、和歌山大学）の情報系研究科及び民間ソフトウェア企業４社と連携して、高

度な技術力を持つ世界最高水準のソフトウェア技術者養成のための教育プログラムを展開

した。さらに、2007 年度には文部科学省による「大学院教育改革支援プログラム」に本学

を基幹校とする「大学連合による計算科学の最先端人材育成」が採択され、九州大学、愛

媛大学及び金沢大学と共同で、計算科学分野における幅広い知識を修得可能とする集中的

な計算シミュレーション教育を実施した。  

 さて、2006 年に閣議決定された第 3 期科学技術基本計画では、技術や産業の姿を一変さ

せる強力な新しい科学の方法論になると考えられていた次世代スーパーコンピューティン

グ技術が、国家的な大規模プロジェクトとして長期戦略をもって集中的に投資すべき基幹

技術（国家基幹技術）とされた。情報知能学においても、次世代スーパーコンピューティ

ング技術を活用して既存のモデリング技術やアルゴリズム技術を計算的側面から拡充し対
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象領域を広げることで、自然や社会をも含めたシステムに内在する「システム情報」を対

象とする新たな学問領域が創出されることが期待された。 

 しかしながら、工学研究科に所属する一組織であるために分野横断型の研究推進体制の

構築が困難であること、並びに、工学以外の領域に関わる新規分野が欠如していることな

どにより、情報知能学専攻では次世代スーパーコンピューティング技術の活用による学問

領域の拡大や創出は困難であった。そこで、2010 年に大学院工学研究科情報知能学専攻を

再編し、さらに諸科学との融合領域を担当する講座を新規に配置して、主にシステムの解

析・統合といったモデリング的側面を担うシステム科学専攻、システム情報の創出・処理・

利用といったアルゴリズム的側面を担う情報科学専攻、高性能計算技術の基礎と応用とい

った計算的側面を担う計算科学専攻を三本柱とし、新興領域・融合領域における新たな学

問領域の創出、技術革命の推進、高度な人材の養成を担う中核的教育研究拠点を目指して、

大学院システム情報学研究科を設置した。 

 その後、2013 年に、文部科学省によって提示された国立大学改革プランにおける大学の

機能強化に大学を拠点とした最先端の研究成果の実用化によるイノベーションの創出が掲

げられたことなどを受け、 2016 年にイノベーションを起こす最先端研究者の育成を目的と

して大学院科学技術イノベーション研究科博士前期課程を、2018 年には同研究科博士後期

課程を設置し、システム情報学研究科から関連分野の教員が異動となった。また、2017 年

にデータ駆動型社会を牽引するイノベーション創出型人材の輩出を目的として数理・デー

タサイエンスセンターを、2020 年には社会科学、人文科学、工学、自然科学等を包含する

価値創造に関する教育研究組織としてバリュースクールを設置し、システム情報学研究科

からも関連分野の教員が参画している。現在、システム情報学研究科はこうした神戸大学

の研究科やセンター等と協力・連携しながら教育研究を推進している。 

(3) システム情報学専攻設置の理由・必要性

システム情報学研究科は、高速・大容量計算技術に基づいて、自然科学から工学、社会

科学までの広範な領域に現れる、宇宙、地球、人間、生体、人工物といった大規模で複雑

なシステムに内在する情報の創出・処理・利用などに寄与することを目的として、(1) シ

ステムの解析や統合のための基礎理論・方法論並びにシステムズ・アプローチによる問題

解決の方法論を展開することにより、大規模・複雑なシステムに対する解析・統合の基礎

を供する「システム科学」分野、(2) 情報と計算の理論的基礎並びに情報処理や情報メデ

ィアの基礎から応用に関する新しい技術や方法論を開拓することにより、システム情報の

創出・処理・利用に寄与する「情報科学」分野、そして、(3) 次世代スーパーコンピュー

タの活用を視野に入れた高性能計算の基盤技術及び計算アプローチによる科学技術探求の

方法論の展開を図る「計算科学」分野という三つの教育研究分野を柱にした、「システム情

報」を対象とした理論・方法論に関する教育研究を強力に推進してきた。 
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 科学技術の目的が研究開発のみから社会的価値を生み出すことを含むものに変化する中

で、2020 年に科学技術基本法が 25 年ぶりに改正され、人文・社会科学を科学技術の領域内

に位置付け、人間や社会の総合的理解と課題解決に資する総合知の創出と活用を重視する

科学技術・イノベーション基本法が制定された。この法改正を受けて、2021 年に開始され

た第 6 期科学技術・イノベーション基本計画では、Society 5.0 の実現のため、(1) サイ

バー空間とフィジカル空間の融合による持続可能で強靭な社会への変革、(2) 新たな社会

を設計し価値創造の源泉となる「知」の創造、そして (3) 新たな社会を支える人材の育成

の三点が重点的に取り組む項目として掲げられた。これらの考え方はシステム情報学研究

科の理念に重なり、その重要性が社会に広く共有されたものであると考えられる。 

 さて、システム情報学研究科が、柱となる三つの教育研究分野に対応する三つの専攻を

設けたのは、明確な方向性を打ち出すことで萌芽的な教育研究分野を自立的に成長させる

ためであった。実際、研究科設立後 10 年以上が過ぎて、三つの教育研究分野は大きく成長

した。しかし、新興領域・融合領域における新たな学問領域の創出という研究科の理念を

実現するためには、三つの教育研究分野が構築した価値観と問題意識を独立に発展させる

のではなく、それらを融合し、「システム情報」を対象とした学問領域としてのシステム情

報学の学理を確立させて、更なる飛躍を生み出す必要がある。また、教育に関しても、三

つの教育研究分野の区別は現在では曖昧になっており、さらに効果的な教育の実現のため

には、包括的な教育の体系と環境の整備が必要である。 

三つの専攻が有していた機能を損なうことなく、急激に変化し、多様化・複雑化するシ

ステム情報学への社会からの要請に応え、さらなるシステム情報学の発展を導くためには、

専門領域が専攻によって木構造に分類されている現在の階層型組織を変革し、三つの教育

研究分野を一体化させたシステム情報学専攻を新たに設置し、時代の要請や研究者・学生

の関心・問題意識・価値観に応じて複数の専門領域が自由に繋がることで、分野と世代の

垣根を超えた共創と協働を生み出し、さらに、その繋がり方を迅速かつ柔軟に変化させる

ことが可能な、ネットワーク型の教育研究体制を構築・整備する必要がある。 

1-2 人材養成像・修了後の進路と人材需要の見通し

(1) 人材養成像

システム情報学は大規模で複雑なシステムの設計や制御に関わる理論と方法論、サイバ

ー空間とフィジカル空間の融合した世界を構築する情報通信関連技術、価値ある情報の創

出・表現・収集・蓄積・伝達・処理・利用に関する基礎理論であるデータサイエンスと人

工知能、科学技術の新しい方法論としての高性能計算を用いる計算科学、それらの共通基

盤である数理科学を基礎とし、その上で、機械システムや電気・電子システム、情報・ネ

ットワークシステム、社会システム、医療システム、環境システムなど、数多くの分野が
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複雑に関係する話題についての、現代の社会が抱える重要な課題の解決や価値創造への貢

献を目指すものである。 

 このシステム情報学においては、最先端技術やそれを問題解決のために使いこなす能力

を備えた高度技術者の養成だけでなく、広い知見に基づく先見性、課題を自ら発見・設定

する能力、積極性のある実行力、さらに、分野を先導し、後進を育成する指導力など、一

層高度な研究推進能力を有し、新領域を切り開きイノベーションにつながるような新しい

理論・方法論を構築する人材の育成が重要である。 

 博士課程前期課程では、神戸大学ディプロマ・ポリシーに定める人間性、創造性、国際

性に加え、システム情報学における深い学識とそれを基盤とした高度な専門的能力、多様

な価値観を理解し尊重できる複眼的な思考力、それらを課題解決や価値創造につなげる高

度な研究能力を有する高度専門職業人を養成することを目的としている。 

 また、博士課程後期課程では、神戸大学ディプロマ・ポリシーに定める人間性、創造性、

国際性に加え、プロジェクトを運営し後進を育成するリーダーシップ、システム情報学に

おける幅広く深い学識を基盤とした卓越した専門的能力、多様な価値観を理解し尊重でき

る卓越した想像力と自ら課題を設定できる着想力、それらを課題解決や価値創造に活用で

きる卓越した研究能力を有する研究者や高等教育機関の教員、高度専門職業人を養成する

ことを目的としている。 

 なお、これらの人材養成像と教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の

関係は【資料 1】に示す通り。 

(2) 修了後の進路と人材需要の見通し

システム情報学研究科において修士の学位を取得した学生は、システム情報学の共通の

基礎を理解した上で専門領域の知識と技術を身につけ、特に新興領域・融合領域での問題

解決に肝要となる複眼的視野を有する創造性豊かな高度専門職業人となり、製造業の研究

開発部門、金融や商社等の企業や官公庁の情報関連部門、中等教育における教職等に就く

こと、及び、博士課程後期課程に進学し引き続き研究を行うことが想定される。こうした

人材はいわゆる高度 IT 人材を含み、分野を問わず社会からの需要は極めて高い。 

システム情報学研究科において博士の学位を取得した学生は、博士課程前期課程の学修

内容を更に深化・発展させ、自ら問題を設定・探求・解決できる高度な課題探求能力と、

新たな知識・価値の創出に寄与する豊かな創造性と国際感覚を有する研究者・高等教育研

究機関の教員・高度専門職業人等となり、企業および大学、官公庁の研究部門に就くこと

が想定される。こうした人材は企業や社会、国家の将来像を設計する重要な役割を果たす

ことが期待され、そのような人材に対する需要は極めて高い。 

1-3 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
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(1) 博士課程前期課程

 神戸大学大学院システム情報学研究科は、神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき、

以下に示した方針に従って修士の学位を授与する。 

学位：修士（システム情報学） 

1. 本研究科規則に定める修了に必要な所定の単位を取得し、修士論文に係る審査に合格

すること。

2. 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え、本研究科学生が修了までに身

につけるべき能力を次のとおりとする。

I. システム情報学における深い学識を身につけ、それに基づいて課題解決や価値創

造に取り組める能力

II. システム情報学における高度な専門的能力と複眼的な思考力を身につけ、これを

活用する能力

III.システム情報学における高度な研究能力

学位：修士（工学） 

1. 本研究科規則に定める修了に必要な所定の単位を取得し、修士論文に係る審査に合格

すること。

2. 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え、本研究科学生が修了までに身

につけるべき能力を次のとおりとする。

I. システム情報学における深い学識を身につけ、それに基づいて課題解決や価値創

造に取り組める能力

II. システム情報学における高度な専門的能力と複眼的な思考力を身につけ、これを

活用する能力

III.工学における高度な研究能力

(2) 博士課程後期課程

 神戸大学大学院システム情報学研究科は、神戸大学のディプロマ・ポリシーにもとづき、

以下に示した方針に従って博士の学位を授与する。 

学位：博士（システム情報学）  

1. 本研究科規則に定める修了に必要な所定の単位を取得し、博士論文に係る試験および

審査に合格すること。
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2. 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え、本研究科学生が修了までに身

につけるべき能力を次のとおりとする。

I. システム情報学における幅広く深い学識を身につけ、それに基づいて課題解決や

価値創造に取り組める能力

II. システム情報学における卓越した専門的能力と複眼的な思考力を身につけ、これ

を活用する能力

III.システム情報学における卓越した研究能力

学位：博士（工学） 

1. 本研究科規則に定める修了に必要な所定の単位を取得し、博士論文に係る試験および

審査に合格すること。

2. 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え、本研究科学生が修了までに身

につけるべき能力を次のとおりとする。

I. システム情報学における幅広く深い学識を身につけ、それに基づいて課題解決や

価値創造に取り組める能力

II. システム情報学における卓越した専門的能力と複眼的な思考力を身につけ、これ

を活用する能力

III.工学における卓越した研究能力

学位：博士（計算科学） 

1. 本研究科規則に定める修了に必要な所定の単位を取得し、博士論文に係る試験および

審査に合格すること。

2. 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え、本研究科学生が修了までに身

につけるべき能力を次のとおりとする。

I. システム情報学における幅広く深い学識を身につけ、それに基づいて課題解決や

価値創造に取り組める能力

II. システム情報学における卓越した専門的能力と複眼的な思考力を身につけ、これ

を活用する能力

III.計算科学における卓越した研究能力

学位：博士（学術） 

1. 本研究科規則に定める修了に必要な所定の単位を取得し、博士論文に係る試験および

審査に合格すること。

2. 神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え、本研究科学生が修了までに身

につけるべき能力を次のとおりとする。
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I. システム情報学における幅広く深い学識を身につけ、それに基づいて課題解決や

価値創造に取り組める能力

II. システム情報学における卓越した専門的能力と複眼的な思考力を身につけ、これ

を活用する能力

III.学際的な視点のもとでの卓越した研究能力

1-4 中心的な学問分野

システム科学、システム工学、情報科学、情報工学、計算科学、計算工学
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2. 専攻の名称及び学位の名称

2-1 専攻の名称

専攻の名称およびその英訳名称を以下の通りとする。 

システム情報学専攻 ／ Department of System Informatics

 本改組は、固定化階層化されていた従来の専攻区分を撤廃し、複数の専門分野を連携す

ることにより、総合的にシステム情報学を追究することを狙いとするものであり、専攻名

称を研究科名称「システム情報学研究科 ／ Graduate School of System Informatics」に

整合させたものとしている。 

2-2 学位の名称

システム情報学研究科システム情報学専攻の各課程において授与する学位に付記する専

攻分野の名称およびその英訳名称を以下の通りとする。 

・博士課程前期課程

修士（システム情報学）／ Master of System Informatics 

修士（工学）     ／ Master of Engineering 

・博士課程後期課程

博士（システム情報学）／ Doctor of Philosophy in System Informatics 

博士（工学） ／ Doctor of Philosophy in Engineering 

博士（計算科学） ／ Doctor of Philosophy in Computational Science 

博士（学術） ／ Doctor of Philosophy 

 博士課程前期課程、博士課程後期課程のそれぞれにおいて、所定の課程修了要件を満た

した者に対して、上記のいずれかの学位を授与する。授与する学位に付記する専攻分野の

名称は、修了予定者が修士論文あるいは博士論文としてまとめた研究内容に応じて決定す

る。 

 前期課程においては、システム情報学に関する幅広い知識を有し、課題発見・解決能力

を持つシステム情報学エキスパートを養成することを目的としている。システム情報学の

対象は、必ずしも人工物に限定されず、自然から人間や社会までの幅広い「システム」に

関わるものである。そこで、これら広範なシステムに内在する意味や価値である「システ
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ム情報」に関する研究内容を修士論文にまとめて修了する学生には「修士（システム情報

学）」を授与する。 

 一方で、前期課程に入学する一部の学生は、学部教育において工学的素養を修得してお

り、これをもとに主に人工物を対象として、システム情報学的視点からのアプローチと問

題解決能力を身につけさせる。このように、工学的背景のもとで特に人工物を取り上げた

研究内容を中心においた修士論文を執筆した学生には「修士（工学）」の学位を授与する。 

 後期課程においても同様に、広範なシステムを対象に「システム情報」に関わる研究内

容を博士論文にまとめた学生には「博士（システム情報学）」を授与するものとし、人工物

を対象とした工学的観点に基づく研究内容を取り扱った博士論文を執筆した学生には「博

士（工学）」の学位を授与することを基本とする。但し、自然界を主な対象として、システ

ム情報学的アプローチにより、真理の追究を目指す研究内容について博士論文を執筆した

者には「博士（計算科学）」を授与する。さらに、システム情報学と他の学問分野にまたが

る学際的な内容の博士論文を執筆して修了する学生には「博士（学術）」を授与する。 

 課程が進むに従い、学位に付記する専攻分野の名称が細分化される理由は、研究の深化

に伴い、より専門性が高くなり、明確に位置づけられるためである。なお、これらの学位

の名称については、研究科の現行の各専攻において授与している学位の名称と同一である。 

 学位に付記する専攻分野の名称は、前期課程の学生については、指導教員が当該学生と

協議の上、特定研究の内容に基づいて学位審査前に提案し、学位論文審査委員会による審

議を経て、研究科教授会にて決定する。後期課程の学生については、学位論文審査委員会

が博士論文の内容に基づき審議した上で、審査結果の報告時に提案し、研究科教授会にて

決定する。 
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3．教育課程の編成の考え方及び特色 

3-1 教育課程の編成の考え方

システム情報学研究科では、幅広く高度な知識・能力の修得が可能な体系的な教育を展

開するとともに、システム情報学分野における高度技術者・研究者の養成が可能な教育を

実現するために、複数の専門分野を柔軟かつ機動的・先見的に連携するネットワーク型の

教育研究体制を新たに構築し、そのフレームワークの中で前期課程学生と後期課程学生が

共創協働的に連携できる特色ある充実した教育プログラムを構成する。【資料 2】 

（1）博士課程前期課程

システム情報学分野の幅広い知識及び学際的視点を有する創造性豊かな高度専門職業人

を養成する。このため、基盤科目、専門科目並びに展開科目による専門性の高い教育を行

うと伴に、柔軟性・機動性・先見性を備えた教育フレームワークである C3（シーキューブ）

ユニットを新たに導入し、ユニット科目を通して P2BL（Project/Problem Based Learning）

によるシステム情報学エキスパート養成教育を行う。これに修士論文を目指した特定研究

を組み合わせることによって、豊かな創造性と問題解決能力の養成に努める。 

（2）博士課程後期課程

自ら問題を設定・探求・解決できる高度な課題探求能力、豊かな創造性と国際感覚を有

する研究者・高等教育研究機関の教員・高度専門職業人等を養成するための教育研究を行

う。このため、前期課程同様に C3 ユニットを導入し、ユニット科目を通して前期課程学生

と異世代共創協働する P2BL によりリーダーシップ養成教育を行う。これに博士論文を目指

した研究指導を行う特定研究を組み合わせ、高度な専門性とともに広範な視野とリーダー

シップを身につけた人材を養成する。

3-2 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

神戸大学では、全学のカリキュラム・ポリシーとして、本学の「学位授与に関する方針

（ディプロマ・ポリシー）」に基づき、大学院課程においては国際的に通用する深い学識、

高度で卓越した専門的能力を身につけ、人間性、創造性、国際性において優れた人材を養

成するため、それぞれの研究科・専攻の教育目標にあわせたカリキュラムを編成すること

を掲げている。 

 この全学のカリキュラム・ポリシーに基づき、システム情報学研究科は以下の方針に則

りカリキュラムを編成する。 
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（1）博士課程前期課程

学位：修士（システム情報学） 

1. 「人間性」「創造性」「国際性」を学生に身につけさせるため、C3 ユニット科目を開

設する。

2. 深い学識を涵養し、専門的能力を育成するため、以下の科目を開設する。

I. システム情報学における深い学識を身につけ、それに基づいて課題解決や価値創

造に取り組むことができるよう基盤科目を開設する。

II. システム情報学における高度な専門的能力と複眼的な思考力を育成するため、専

門科目、展開科目を開設する。

III.システム情報学における高度な研究能力を育成するため、特定研究を開設する。

学位：修士（工学） 

1. 「人間性」「創造性」「国際性」を学生に身につけさせるため、C3 ユニット科目を開

設する。

2. 深い学識を涵養し、専門的能力を育成するため、以下の科目を開設する。

I. システム情報学における深い学識を身につけ、それに基づいて課題解決や価値創

造に取り組むことができるよう基盤科目を開設する。

II. システム情報学における高度な専門的能力と複眼的な思考力を育成するため、専

門科目、展開科目を開設する。

III.工学における高度な研究能力を育成するため、特定研究を開設する。

 なお、これらの科目は、講義・演習等の授業形態に応じて、アクティブラーニング、体

験型学習などを適宜組み合わせて行う。 

学修成果の評価は、学修目標に即して多元的、包括的な方法で行う。 

（2）博士課程後期課程

学位：博士（システム情報学） 

1. 「人間性」「創造性」「国際性」「リーダーシップ」を学生に身につけさせるため、

C3 ユニット科目を開設する。

2. システム情報学における卓越した専門的能力と想像力、着想力、研究能力を育成する

ため、特定研究を開設する。

学位：博士（工学） 
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1. 「人間性」「創造性」「国際性」「リーダーシップ」を学生に身につけさせるため、

C3 ユニット科目を開設する。

2. 工学における卓越した専門的能力と想像力、着想力、研究能力を育成するため、特定

研究を開設する。

学位：博士（計算科学） 

1. 「人間性」「創造性」「国際性」「リーダーシップ」を学生に身につけさせるため、

C3 ユニット科目を開設する。

2. 計算科学における卓越した専門的能力と想像力、着想力、研究能力を育成するため、

特定研究を開設する。

学位：博士（学術） 

1. 「人間性」「創造性」「国際性」「リーダーシップ」を学生に身につけさせるため、

C3 ユニット科目を開設する。

2. 学際的な観点のもとでの卓越した専門的能力と想像力、着想力、研究能力を育成する

ため、特定研究を開設する。

 なお、これらの科目は、講義・演習等の授業形態に応じて、アクティブラーニング、体

験型学習などを適宜組み合わせて行う。 

学修成果の評価は、学修目標に即して多元的、包括的な方法で行う。 

3-3 教育の特色：C3ユニットの配置

 本研究科では、 社会の要請に応えシステム情報学を発展させるため、従来の階層型組織

に代えて、複数の専門による共創（Co-Creation）と協働（Collaboration）を実現するこ

とをねらったネットワーク型の教育研究体制である C3ユニットを構築する【資料 3】。C3ユ

ニットは、柔軟性・機動性・先見性を備えた教育研究フレームワークであり、複数の専門

分野を連携した動的な複数のユニットから編成される。この C3 ユニットにより社会環境・

ニーズの変化に対して適応的・即応的に対応した教育を実施することができる。

C3 ユニットは、前期課程・後期課程に共通したフレームワークであり、それぞれに C3 ユ

ニット科目を配置し、P2BL による教育を行う。前期課程の C3ユニット科目では、即戦力と

なる技術・技法と課題発見・解決能力を持つシステム情報学エキスパートを養成するため

に、多様性を持つ学生数名から構成される Project/Problem チームを設定し、学生の自主

的な発想と問題設定のもと P2BL 教育を行う。これにより、システム情報学に必須な技術・

技法や課題発見・解決力、論理的思考力、規範的判断力を修得させる。一方、後期課程の
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C3ユニット科目では、将来、リーダーとして学界や産業界のシステム情報学プロジェクトを

牽引できるプロフェッショナルを養成することを目的とし、前期課程学生との異世代共創

協働型 P2BL を実施しつつ、研究成果公開を目指す最先端の実践的・共創的な研究の推進、

国際的な場での研究発表トレーニングを通して、未来社会の構想・設計力、ビジョン提示

力、およびプロジェクト推進のための求心力とリーダーシップを修得する。 

 複数の教員が 1 つの C3ユニットに関わり、ユニット内の Project/Problem チームを担当

するとともに、1人の教員が自身の専門分野に応じて、1つ以上のユニットに対してコミッ

トする。前期課程学生はいずれかの C3ユニットのいずれかの Project/Problem チームに携

わり C3ユニット科目を受講する。また、後期課程学生は、1つ以上の Project/Problem チー

ムに携わり、前期課程学生を含めた異世代異分野混成チームの PI（Principal Investigator）

として C3ユニット科目を受講する。 

 また、C3 ユニットは、学内外からの研究機関の協力も得て、各ユニット内の

Project/Problem チームと共創協働による教育研究を充実させる。 

3-4 科目編成に関する基本的な考え方

(1) 博士課程前期課程

システム情報学分野を構成する幅広く学際的な知識を身につけるとともに、複眼的視野

を有する高度専門職業人などの養成を教育目標とする。システム情報学分野を対象に、専

門性を高める専門教育と、研究科横断的な複合領域教育をバランスよく修得できるような

カリキュラムを用意する。

授業科目は、基盤科目、専門科目、C3ユニット科目、展開科目及び特定研究より構成し、

体系的な教育を実践する。 

① 基盤科目

主として 1年次において履修する基盤科目は、システム情報学の根幹をなす概念や理

論、システム情報学的視座のもとでの社会的課題解決や価値創造の考え方や方法を体系

的に修得することを目指す「システム情報学概論 1、2」の 2科目（4単位）を履修する。 

② 専門科目

主として 1 年次において履修する専門科目は、社会的課題解決や価値創造のために 

必要な様々なシステム情報技術学に関わる理論や技術・技法について各教育研究分野に

おける主要な内容を中心に講述する。合計 44 科目（88 単位）を選択科目として準備す

る。 
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③ C3ユニット科目

1年次と 2年次において履修する C³ユニット科目では、即戦力となる技術・技法と課

題発見・解決能力を持つシステム情報学エキスパートを養成するために、多様性を持つ

学生数名から構成される Project/Problem チームを設定し、学生の自主的な発想と問題

設定のもと P²BL 教育を行う。これにより、ビッグデータ処理、機械学習、IoT、シミュ

レーション、レジリエンス/セキュリティ技術、高性能計算法、センシング技術、システ

ム制御などのシステム情報学に必須な技術・技法の修得、及び課題発見・解決力、論理

的思考力、規範的判断力を修得させる。「システム情報学講究」と「システム情報学実践」

の 2科目（8単位）を履修する。 

④ 展開科目

主として 1年次において履修する展開科目は、システム情報学における複眼的発想力

と学際的視点の涵養を目的としたものである。学外の連携講座が提供する連携講座科目

を中心に 7科目（14 単位）を選択科目として準備する。 

⑤ 特定研究

「特定研究 1」では、基盤科目、専門科目、異世代共創協働型 P²BL ベースの C³ユニッ

ト科目及び展開科目の履修を通して培われた、システム情報学に関する課題発見・解決

力、理論的思考力、及び規範的判断力を元に、サイバーとフィジカルの融合による新し

い価値の創出、総合知の活用による課題解決を目指した具体的な研究テーマを設定し、

修士論文作成のために必要な資料調査、解析、検討、評価を行う。「特定研究 2」では、

「特定研究 1」において各自が取り組んでいる修士論文を完成させる。「特定研究 1」「特

定研究 2」はそれぞれ 6単位とする。 

(2) 博士課程後期課程

システム情報学分野において、自ら問題を設定・探求・解決できる高度な課題探求能力、

豊かな創造性と国際感覚を有する研究者や高等教育研究機関の教員、高度専門職業人等の

養成を教育目標とする。後期課程の授業科目は、C3ユニット科目及び特定研究を設定すると

ともに、上記の目標を実践するために、厳格なコースワークを設定し、研究内容に関する

経過発表を義務付ける。 

① C3ユニット科目

 主として 1年次と 2年次において履修する C³ユニット科目では、将来、リーダーとし

て学界や産業界のシステム情報学プロジェクトを牽引できるプロフェッショナルを養成

することを目的とし、前期課程学生との異世代共創協働型 P²BL を実施しつつ、研究成果
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公開を目指す最先端の実践的・共創的な研究の推進、国際的な場での研究発表トレーニ

ングを通して、未来社会の構想・設計力、ビジョン提示力、およびプロジェクト推進の

ための求心力とリーダーシップを修得する。「システム情報学総合講究」と「システム情

報学総合実践」の 2科目（4単位）を履修する。 

② 特定研究

異世代共創協働型 P²BL ベースの C³ユニット科目の履修を通して培われた、システム

情報学に関する未来社会の構想・設計力、ビジョン提示力、プロジェクト推進のための

求心力とリーダーシップを元に、サイバーとフィジカルの融合による新しい価値の創出、

総合知の活用による課題解決を目指した具体的な研究テーマを設定し、博士論文作成の

ために必要な資料調査、解析、検討、評価を行い、各自が取り組んでいる博士論文を完

成させる。「特定研究」は 6単位とする。 
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４．教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

4-1 教育方法

(1) 博士課程前期課程

システム情報学研究科の教育の特色は、C3ユニットを中心とした教育体制のもと、前期課

程と後期課程それぞれの学生がチームを組み、P2BL ベースの異世代共創協働を行う点にあ

る。ユニットは社会ニーズを睨み柔軟に複数編成され、複数の教員が 1つの C3ユニット（概

ね、教授が 4～7名、准教授・講師が 2～7名、助教が 1、2名）に関わり、ユニット内の複

数の Project/Problem(P2)チームを担当するとともに、1 人の教員が自身の専門分野に応じ

て、1 つ以上のユニットに対してコミットする。【資料 4】前期課程学生は、いずれかのユ

ニット内の１つの P2 に参加する。C3 ユニット科目の「システム情報学講究」では、各ユニ

ットのテーマのもとで設定された未来社会・将来像イメージから、論文講読、フィールド

調査などを通して、解決すべき課題の発見・抽出、具体化を実践させる。その後、「システ

ム情報学講究」で抽出・設定された課題の解決に向け、「システム情報学実践」において、

技術的背景・技術シーズを踏まえて、課題解決の技術・技法を試案させるとともに、実行

可能性等を検討させる。 

(2) 博士課程後期課程

 C3ユニット科目の「システム情報学総合講究」では、各ユニットで設定されたテーマにお

ける社会的背景・社会ニーズから、未来社会・将来像をイメージさせ、全体システムを構

想させる。また、必要な技術・技法群の抽出を通して、前期課程の C3 ユニット科目である

「システム情報学講究」における前期課程学生を適宜リードさせる。また、「システム情報

学総合実践」において、前期課程の「システム情報学実践」とも連携しながら、全体シス

テムのプロトタイピングを行わせ、価値創出といった観点も交えて、妥当性・有効性を評

価させる。後期課程１年次の学生は、１つ以上の P2 にコミットし、異世代共創協働を通し

てプロジェクト推進のための求心力とリーダーシップを修得する。 

4-2 履修指導の方法

(1) 博士課程前期課程

入学時に履修ガイダンスを行い、科目編成に関する基本的な考え方、科目群の構成など

について説明し、修了のための要件などについて周知する。授業科目の履修に関しては、

C3ユニット科目、及び多数用意された専門科目の中から適切な科目を選択するため、当該学

生のバックグラウンドと特定研究の研究内容を考慮した上で、指導教員が適切なアドバイ
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スを行う。また、全ての入学者を対象として、取得可能な学位（システム情報学、工学）

について説明を行う。 

(2) 博士課程後期課程

入学時に履修ガイダンスを行い、科目編成に関する基本的な考え方、科目群の構成など

について説明し、修了のための要件などについて周知する。特に、修士（システム情報学）

の学位を持たない学生に対しては、修士の学位の称号、並びに、当該学生のバックグラウ

ンドを考慮し、必要に応じて前期課程で開講される科目の一部を履修するよう指導する。

後期課程配当科目については、C3ユニット科目の取り組み方について指導する。 

4-3 研究指導の方法

(1) 博士課程前期課程

各 C3 ユニットにおいて、そこにコミットする複数の教員が協力し、前期課程全体を通し

て研究課題や今後の研究計画についての研究討議を実施し、異分野及び異世代の研究者と

研究交流を持つことで優れた見識を涵養して高度専門職業人に要請される人間性、創造性、

国際性を身につけさせる。修士論文作成に必要となる高度な研究能力は研究室における研

究指導によって養成し、2年次後期に学生の専門知識の修得状況を確認した後に修士論文の

提出・審査（修士論文発表会)に進むこととする。研究経過発表会及び修士論文発表会は研

究科全体で行うものとし、C3ユニットが研究指導・審査に協力する体制を構築する。早期修

了に対しては、1年次に修士論文発表会を実施する。 

(2) 博士課程後期課程

各 C3ユニットにおいて、そこにコミットする複数の教員が協力し、後期課程の 1 年次に

研究課題や今後の研究計画についての研究討議を実施し、異分野及び異世代の研究者と研

究交流を持つことで卓越した見識を涵養して研究者や高等教育機関の教員、高度専門職業

人に要請される人間性、創造性、国際性を身につけさせる。2年次以降は C3ユニットに任意

で参加して異分野及び異世代の研究者との研究交流を継続する。博士論文作成に必要とな

る卓越した研究能力は研究室における研究指導によって養成し、3年次に研究成果発表会を

実施し、研究成果が優れていると認められれば博士論文の提出・審査（博士論文発表会)に

進むこととする。研究経過発表会、研究成果発表会、及び博士論文発表会は研究科全体で

行うものとし、C3ユニットが研究指導・審査に協力する体制を構築する。早期修了に対して

は、1年次または 2年次に研究成果発表会及び博士論文発表会を実施する。 
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4-4 修了要件等

1. 修了要件

(1) 博士課程前期課程

修 了 要 件 

 ２年以上在学し、専攻の定める授業科目のうちから３０単位以上を修得

し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合

格することとする。 

早 期 修 了 要 件

 在学期間に関して、優れた業績を挙げた者については、１年以上在学す

れば足りるものとし、専攻の定める授業科目のうちから３０単位以上を修

得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に

合格することとする。 

(2) 博士課程後期課程

修 了 要 件 

 ３年以上在学し、専攻の定める授業科目のうちから１０単位以上を修得

し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合

格することとする。 

早 期 修 了 要 件

 在学期間に関して、優れた業績を挙げた者については、後期課程に１年

（２年未満の在学期間をもって修士課程、前期２年の課程又は専門職学位

を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて３年)以上在学すれば足り

るものとし、専攻の定める授業科目のうちから１０単位以上を修得し、か

つ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格する

こととする。 

2. 論文審査・最終試験の方法

(1) 博士課程前期課程

修士論文の審査は、専門分野の教授を主査とし、研究科の専任教員 2 名以上（うち、専

任教授 2 名以上を含む）を審査委員として行う。審査は主に、当該研究の位置づけが明確

であるか、取り組み方が十分であるか、論文としてのまとめ方が適切であるかなどの観点

から行う。また、特定研究の内容に基づき、学位に付記する専攻分野を決定する。 

 最終試験は、特定研究の内容に関連する科目等について、上記審査委員を中心とする専

攻専任の教員により、口頭あるいは筆記での試問として実施する。審査は主に、修士論文

の内容を中心に、当該研究領域における修士としての知識を十分に修得し、問題を的確に

把握し、これを解決する能力を有しているかという観点から行う。 
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(2) 博士課程後期課程

博士論文の審査は、専門分野の教授を主査とし、研究科の専任教員 3 名以上（うち、専

任教授 3 名以上を含む）を審査委員として行う。まとめられた博士論文に対しては、予備

審査会及び公聴会を実施し、厳格に審査する。審査は主に、関連研究に対して当該研究の

独自性が認められるか、研究内容に関して客観的な創意が認められるか、当該分野におけ

る学術の発展に寄与しているか、博士論文としてふさわしい論旨、構成となっているかな

どの観点から行う。また、特定研究の内容に基づき、学位に付記する専攻分野の名称を決

定する。 

最終試験は、特定研究の内容に関連する科目等について、上記審査委員を中心とする専

攻専任の教員により、口頭あるいは筆記での試問として実施する。審査は主に、博士論文

の内容を中心に、当該研究領域における博士としての知識を十分に修得し、新たな理論・

技術を創造するとともに、新しい課題を発掘し、問題解決への展開を図るなど、当該学問

分野の発展に寄与する能力を十分に備えているかという観点から行う。 

3. 学位論文の公表

  博士の学位を授与された者は、神戸大学学位規程の定めに従い、当該学位を授与された

日から1年以内にその学位論文を印刷公表しなければならない。原則として、神戸大学附属

図書館及び国立国会図書館に保管し、公表する。さらに、平成18年10月より稼働を開始し

た神戸大学学術成果リポジトリKernelに、その全文を電子データとして登録し、インター

ネットによるオンライン公開を積極的に推進する。

学位に付記する各専攻分野に対応した履修モデルを【資料5】に示す。 

4-5 研究倫理審査体制

 本学では、「神戸大学の学術研究に係る行動規範」で研究者の行動規範を定め、本学構成

員へ周知している。また、「神戸大学における学術研究に係る不正行為の防止等に関する規

則」において、前述の行動規範のうち、学術研究における不正行為を防止するため、本学

において構成員が学術研究活動に際し遵守すべき事項及び遵守事項に違反する行為の有無

に係る調査等について必要な事項を定めている。研究費については、「研究費の不正使用防

止対策に関する基本方針」、「研究費の適正使用のための取組指針」において、責任体制の

明確化、適正な運営の基盤となる環境整備、本学構成員が取り組むべき事項を定めている。

【資料 6】さらに、研究倫理に関するコンプライアンス教育として、本学の研究費の運営管

理に関わるすべての者に一般財団法人公正研究推進協会による e ラーニングプログラムを
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受講させている。 

 人を対象とする医学系研究については、「ヘルシンキ宣言」「人を対象とする生命科学・

医学系研究に関する倫理指針」等に基づき医学研究科等医学倫理委員会において審査が行

われている。本研究科が行う先端研究のうち、上記の審査が必要な研究については、事前

に委員会へ申請を行い、研究計画の承認を受けることとなる。 
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5．基礎となる学部等との関係 

システム情報学研究科の教員の大多数が工学部情報知能工学科における教育活動に従事

しており、基礎となる学部等や教育研究の柱となる分野（教育研究分野）については、現

行と大きく変更はない。すなわち、前期課程への入学者の多数は工学部情報知能工学科の

卒業生であり、一部の教育研究分野において、工学部他学科、理学部、国際人間科学部な

どからの進学も想定される。また、後期課程への入学に関しては、本研究科前期課程の修

了者が、その中心となり、幾つかの教育研究分野に関して、工学研究科他専攻、理学研究

科、人間発達環境学研究科などからの進学も考えられる。 

 教育研究分野ごとに、入学・進学者の主たる母体となる既設の学部・大学院前期課程と

の関係を【資料 7】に示す。 
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6. 「大学院設置基準」第 14 条による教育方法の実施

6-1 実施の趣旨・目的

システム情報学研究科博士課程後期課程の目的は、システム情報学に関する幅広い学識

と高度な専門技術を修得させ、国内外で活躍できる教育者、研究者、高度技術者を育成す

ることである。また、多様化する社会で活躍している技術者、技術教育の現場で活躍して

いる教育機関の教員等に対しても広く門戸を開放してリカレント教育や生涯教育の場を提

供し、社会に直結した実践研究を推進する人材を育成することである。 

 この「開かれた大学院」の理念を実現するために、博士課程後期課程は、大学院設置基

準第14条に定める教育方法の特例（社会人学生の勤務先における勤務条件、通学に要する

時間等を考慮し、授業時間は通常の時間帯以外の特定の時間又は時期に設ける）を適用し、

より多くの社会人に対して大学院教育の機会を提供する。 

6-2 必要とされる分野であること

 多様化する現代社会において、サイバー空間とフィジカル空間の融合による新たな価値

の創出や総合知の活用による社会課題解決が極めて重要とされており、社会の現場で提起

された諸問題を新しい知識と専門技術で解決することが強く求められている。そのために

は、社会で働く社会人に対してリカレント教育や生涯教育の機会を提供し、社会的課題解

決や価値創造のために必要なシステム情報技術・技法を修得させ、社会に直結した研究を

推進する必要がある。 

 さらに、システム情報学領域における大学教員及び企業等の研究者・技術者の中には博

士の学位を取得していない者が多数存在する。これらの者に大学院教育の機会を提供する

ことによって、システム情報学関連教員の質的向上を図るとともに、有能な研究者・技術

者を育成することができる。 

 こうした現状に鑑み、大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例を適用し、履修・

単位修得の機会を広げて実務経験を持つ社会人を受け入れ、社会のニーズに即した現場と

密接に結び付いた研究を推進し、社会の高度な技術の創造と実践を担う高度職業人を育成

して、社会的要請に応える。また、大学等に在職する教員及び企業等の研究者・技術者に

対しても大学院教育の機会を提供し、教育の質的向上を図るとともに、有能な教育者・研

究者・技術者を育成する。 

－設置等の趣旨（本文）－24－



6-3 修業年限

 修業年限は3年とする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を挙げた者には、

本研究科に1年（2年未満の在学期間をもって修士課程、前期課程、又は専門職学位課程を

修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年）以上在学すれば足りるものとする。 

6-4 履修指導及び研究指導の方法

1. 履修指導及び研究指導は、原則として関連する分野の指導教員が行う。

2. 履修指導については、必修科目であるC3ユニット科目が少人数チームによるプロジェ

クト型・課題解決型科目であるという特性を活用し、柔軟に時間設定をしながら学習

計画を立てさせる。その際、ICT利用による遠隔授業形式の活用も念頭に置き、地理

的制約も可能な範囲で回避する。 

3. 特定研究については、指導教員の指導のもと、入学時に研究テーマを決定する。指導

教員は、研究テーマに沿った研究と論文作成の指導を行う。

6-5 授業の実施方法

 必修の授業科目であるC3ユニット科目は少人数チームによるプロジェクト型・課題解決型

科目であることから、履修者全員で柔軟に時間調整を行い、それに従って実施するものと

する。その際、積極的にICTを利用し、可能な範囲で遠隔授業形式を取り入れることにより、

地理的制約を回避し、時間調整の自由度を高めることとする。 

6-6 教員の負担の程度

 本研究科の多くの教員は、学部及び大学院の専門教育の担当のみならず、全学共通授業

科目を担当しているが、第14条特例による授業を実施する場合においても、柔軟に時間調

整を行うことで、極端な負担増にはならない。しかしながら、各教員の教育・研究活動の

より良い条件を確保するためには、授業負担の軽減が望ましく、教員の専門性も考慮しな

がら、担当ユニットを調整するなど、授業負担の均等化や軽減化に向けた工夫を行う。 
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6-7 図書館・情報処理施設等の利用方法や学生の厚生に対する配慮、必要な職員の配置

 図書に関しては、多くの学術誌において電子図書化が進み、ネットワークを経由して時

間・場所を問わず、参照が可能な状況にある。また、学内の情報基盤設備に関しても、学

外からのVPN接続により、教務情報システムなどによる履修手続きをはじめ、Learning 

Management Systemによる学修支援、Officeツール、電子メール、グループウェア、オンラ

インストレージなどを24時間利用することが可能な環境が整備されている。

図書館、情報基盤センター（DX・情報統括本部）、食堂等のオンサイト利用に関しても、

通常の学生と同様の施設・設備が社会人大学院学生に対して開放されている。開館中は適

切に職員等が配置されており、対応可能な状況となっている。 

6-8 入学者選抜方法

 本研究科への社会人学生の入学に当たっては、口頭試問及び提出された書類による総合

判定によって合格者を決定する。 

6-9 大学院を専ら担当する専任教員を配置するなどの教員組織の整備状況等

本研究科においては、第14条特例による授業を実施する教員組織は既に整備されている。 
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7．入学者選抜の概要 

7-1 基本方針

システム情報学研究科では、教育研究上の目的に沿った学生を受け入れるため、7-2に示

すアドミッション・ポリシーを策定し、「一般選抜」のほか、「推薦入試」及び「外国人選

抜」を実施する。 

7-2 アドミッション・ポリシー

システム情報学研究科では、システム、情報、計算技術を柱として、システム情報（自

然から工学、社会までの広範なシステムに内在する意味のある情報をいう）を核に、新た

な知識・価値の創出を目指す新しい学問領域の創成・展開を図るとともに、これに貢献す

る豊かな創造性と国際感覚を有する人材を養成するための教育研究を行う。多様なバック

グラウンドを持つ学生を、日本国内はもとより海外から受け入れることを積極的に行う。

上記の人材養成の目標を踏まえ、本研究科では、次のような学生を求める。 

システム情報学研究科博士課程前期課程では、次のいずれかの資質を持つ学生を求

める。 

1. 工学系、情報系の学部においてシステム技術、情報技術、計算技術などについて

学んだ者

2. システム技術、情報技術、計算技術など理学系の各専門分野をはじめ、医学系や、

さらには人文科学系、社会科学系の領域において応用・展開することに強い興味

と意欲を持つ者

3. 高い独創性と発想力、論理的思考能力を備え、新しい「システム情報学」を開拓

し、その進展に向けて強い情熱を持つ者

システム情報学研究科博士課程後期課程では、次のいずれかの資質を持つ学生を求

める。 

1. 工学系、情報系の学部や大学院においてシステム技術、情報技術、計算技術など

について学んだ者

2. システム技術、情報技術、計算技術など理学系の各専門分野をはじめ、医学系や、

さらには人文科学系、社会科学系の領域において応用・展開することに強い興味

と意欲を持つ者

3. 高い独創性と発想力、論理的思考能力を備え、新しい「システム情報学」を開拓

し、その進展に向けて強い情熱を持つ者
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 また、企業や研究所等において研究経験や成果を有する者など、社会人の受け入れも積

極的に行う。 

7-3 出願資格

(1) 博士課程前期課程

前期課程に出願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法第 104 条第 4項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修するこ

とにより当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育に

おける 16 年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学

大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大

臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するもの

を文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(7) 文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年文部省告示第 5号）

(8) 学校教育法第 102 条第 2 項の規定により大学院に入学した者であって、本

学において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた

者

(9) 本学において、個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者で、22 歳に達した者

(2) 博士課程後期課程

後期課程に出願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位

規則（昭和 28 年文部省令第 9号）第 5条の 2に規定する専門職学位をいう。

以下同じ。）を有する者

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修

士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校

教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指
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定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位

を授与された者 

(5) 文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第 118 号）

(6) 本学において、個別の出願資格審査により、修士の学位又は専門職学位を

有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24 歳に達した者

7-4 募集人員

・前期課程 一般選抜定員 80 人、推薦入試及び外国人選抜はそれぞれ若干名

・後期課程 一般選抜定員 12 人

7-5 選抜方法

(1) 博士課程前期課程

上述の基本方針に則り、前期課程の入学試験については、一般入試と推薦入試を併用す

る。 

 一般入試では、専門科目、外国語科目（英語）などに関する筆記試験、並びに口頭試問、

及び成績証明書等を基に総合的に評価する。専門科目は、教育研究内容、及び要求される

基礎的学力に応じて適切な科目を設定する。外国語科目（英語）に関しては、TOEIC や TOEFL

などの公的試験の利用を図る。口頭試問では、基本的な学力に加えて、卒業研究の内容な

どについて質問し、研究に対する姿勢や、プレゼンテーション能力などについての評価を

行う。 

推薦入試では、推薦書、成績証明書及び修学計画書により、事前に審査を行い、システ

ム情報学研究科前期課程の学生として最低限必要な基礎的素養の有無について判断する。

この審査に通ったものを対象に、外国語科目（英語）に関する筆記試験、並びに口頭試問

を実施し、当該志願者の専門分野に関する素養やシステム情報学に対する意欲の度合いを

確認し、最終的な合格者を決定する。なお、外国語科目（英語）に関しては、一般入試と

同様に、TOEIC や TOEFL などの公的試験の利用を図る。 

 外国人留学生入試については、出身大学の推薦者、成績証明書、日本語修得証明書、第

一志望の研究分野の受入れ教員からの受入内諾書等の提出、筆答試験、口頭試験を総合し

て評価する。合格した者は、受入れ教員が責任を持って管理していく。 

(2) 博士課程後期課程

後期課程の入学試験に関しては、その専門性の高さを考慮し、口頭試問を原則とする。

また、後期課程においては、企業や研究所等において研究経験や成果がある者、あるいは

研究能力や意欲を有する者など、社会人を積極的に受け入れる社会人の入学試験について

も、口頭試問を中心とする。なお、前期課程を早期に修了する者、外国人留学生、社会人
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など、多様な志願者に対応し、入学の機会を拡大するため、4月入学のほか、10 月入学を

前提とした入学試験も実施する。 

社会人（後期課程在籍時に職についている者または入学前に職に就いていて退職した者）

の履修指導については、前述のとおり、必修科目である C³ユニット科目が少人数チームに

よるプロジェクト型・課題解決型科目であるという特性を活用し、柔軟に時間設定をしな

がら学習計画を立てさせる。その際、ICT 利用による遠隔授業形式の活用も念頭に置き、

地理的制約も可能な範囲で回避する。 
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8．教員組織の編成の考え方及び特色 

システム情報学研究科では、システム、情報、計算に関わる工学的な知識や技術、並び

にその基礎を支える数学、さらには、応用となる幅広い学問領域を含めて体系的な修得が

可能なようにカリキュラムを構成している。このようなカリキュラムを実効性のあるもの

とするため、教員組織の編成に当たっても、それぞれの教員のバックグラウンドや専門分

野を配慮した適切な教員配置を行っている。 

具体的には、専任教員 41 名（うち教授 20 名、准教授 19 名、講師 2名）が、それぞれの

専門分野と密接に関連した前期課程の授業科目を担当する。また、前期課程および後期課

程における C3 ユニット科目については、社会環境・ニーズ等に応じて適応的・即応的研究

ユニット（研究グループ）を編成し、当該 C3 ユニット科目を担当するとともに研究指導に

当たる。それぞれの教員の専門分野は下表のとおりであり、その全員が工学などの博士の

学位を取得している（下表参照）。 

専任教員の専門分野 

専門分野 

システム計画、システム計測、システム制御、システム数理、システム構造、情報セキュリテ

ィ運用論、システム知能、情報数理、ソフトウェア、情報通信、知的データ処理、メディア情

報、創発計算、計算基盤、計算流体、シミュレーション技法、計算分子工学、計算生物学、計

算宇宙科学 

専任教員の取得学位 

学位の

種類 

博士 

合計 工学 理学 情報 

科学 

情報 

理工学 

学術 数理 

科学 

Ph.D. Dr.rer.nat 

教員数 25 名 6 名 2 名 1 名 2 名 1 名 3 名 1 名 41 名 

一方、専任教員の職階別の年齢構成については、下表の通りとなっており、大きな偏り

がなく適切な分布となっている。また、その全員が、それぞれの専門分野における最先端

の研究者として国際的に活躍し、卓越した業績を挙げており、基礎的な教育から先端応用

的な教育並びに研究指導に至る本研究科において必要な教育研究を担当する教員として、

十分な資質を有している。 

専任教員の年齢分布 

30 代 40 代 50 代 60 代 

教授   0 名 0 名 15 名 5 名 
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准教授・講師   5 名 14 名  2 名  0 名 

なお、神戸大学職員就業規則第66条において、大学教員の定年については満65歳と規定

されており【資料8】、専任教員のうち、システム計画、計算基盤、計算生物学の教育研

究分野を担当する専任教員各1名が 完成年度前に定年を迎える。そこで、クロスアポイ

ントメント制度の活用等も視野に入れて、後任となる専任教員の補充を計画している。

具体的には、システム計画教育研究分野担当の専任教員としては、クロスアポイントメ

ント制度により、企業におけるシステム計画部門の研究者を実務家教員として配置する。 

計算基盤教育研究分野ならびに計算生物学教育研究分野においては、ハイパフォーマン

スコンピューティングや計算科学を専門とする研究者を、理化学研究所などに代表され

る関連研究機関とのクロスアポイントメントにより雇用し、最適な専任教員配置を図る

予定である。 
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9．施設、設備等の整備計画

9-1 校地、運動場の整備計画

システム情報学研究科の教育・研究を支える校地は、神戸大学六甲台地区の六甲台第 2

キャンパスである。六甲台第 2キャンパスには、4つの学部とシステム情報学研究科を含む

6つの研究科が設置されている本学における中心的なキャンパスであり、附属図書館、イン

クルーシブキャンパス&ヘルスケアセンター（保健管理センター）、食堂等の福利厚生施設

が充実している。 

 六甲台地区では、3つのグラウンド（25,433 ㎡、17,636 ㎡、27,535 ㎡）、2つの体育館（2,477

㎡、1,160 ㎡）、テニスコート、馬場、ハンドボールコート等が整備されており、学生会館

やラーニングコモンズなど学生が休息、交流するスペースも設けられている。  

9-2 校舎等施設の整備計画

1. 講義室等の整備状況

システム情報学研究科の施設・設備としては、システム情報学研究科棟の研究室等

に加えて、工学部・工学研究科の研究室、講義室、演習室、実験室、及び自然科学総

合研究棟 3 号館、4 号館の研究室、ならびに各建物のコモンスペースを専用使用ある

いは共同使用する。 

定期的に開講される講義形式の授業科目の受講対象は，主として前期課程の学生

（定員 80 名）であり、別添の時間割表【資料 9】に示すように、工学部・工学研究科

本館のいくつかの講義室を共同使用することで対応する。 

演習系科目としては、前期課程と後期課程の「特定研究」、ならびに前期課程と後

期課程にそれぞれ 2 科目ずつ配当される Project/Problem 型の C3ユニット科目（「シ

ステム情報学講究」、「システム情報学実践」、「システム情報学総合講究」ならびに「シ

ステム情報学総合実践」）が相当する。「特定研究」は、各教育研究分野における研究

室において実施されるものであり、研究室ごとに学生が自由に利用可能なスペース

（学生居室）を確保し、各学生が個々に占有利用できる学習場所（机、椅子など）を

用意するなど、プライバシーに十分に配慮した学習環境を整備している。一方、C3ユ

ニット科目においては、複数の教育研究分野にまたがる異分野共創型の教育の実施が

主となる。そのため、上記の学生居室とは別に、研究科の共用演習室、および研究室

が存在する各フロアに設けられた研究科のコモンスペースや全学共用のラーニング

コモンズ、各研究室のセミナールームなど、グループワークに適した部屋を共創の場

として確保し、これに対応する。 

－設置等の趣旨（本文）－33－



2. 演習系科目における設備等の整備状況

演習系科目には、上記の通り、特定研究と C3ユニット科目が対応する。「特定研究」

においては、各研究室において既に導入されている各種関連機器・設備に加えて、部

局内センターである計算科学教育研究センターに設置されたスーパーコンピュータ

や理化学研究所の富岳をはじめとする学内外の機器・設備の利用を想定している。こ

れらを学生居室等から利用可能なネットワーク環境と端末機器が整備済みである。 

9.3 図書館の資料及び図書館の整備計画 

 本学には、総合・国際文化学図書館、社会科学系図書館、自然科学系図書館、人文科

学図書館、人間科学図書館、経済経営研究所図書館、医学分館、保健科学図書室及び海

事科学分館を有しており、概ね平日9時から17時まで利用可能となっている。蔵書して

いる図書は全館合計3,822,121冊で、システム情報学研究科がある六甲台第2キャンパス

の自然科学系図書館（蔵書数469,004冊）は、資料の収容力強化及びラーニングコモン

ズをはじめとしたアクティブラーニングスペースの増築を目的とし現在改修中であり、

2023年4月にリニューアル予定である。 閉館中は、人文科学図書館、社会科学系図書館

に自然科学系図書館臨時窓口・資料コーナーを設置し、学生の学修活動に不利益が生じ

ないよう対応している。 

また、電子ジャーナル、電子ブックを常時提供しているほか、オンラインデータベー

スを整備し、本学の構成員であれば学内ネットワークに接続されたパソコンなどから利

用することができる。さらに、自宅などの学外からも利用できるサービスも提供してい

る。 
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10.管理運営

10-1 部局長人事手続き

 本学では、大学のビジョンや学校教育法の一部改正を踏まえ、学長のリーダーシップ

が発揮できるガバナンス機能の強化の一環として、2015年4月に部局長の選考方法を新

たにした。具体的には、学長があらかじめ全学に示す「部局長人事方針」に基づき、部

局の教授会は部局長候補者の選考を行い、学長が候補者へのヒアリングを行った上で部

局長として任命している。 

10-2 教授会及び運営会議等

1. 執行機関

システム情報学研究科を代表して研究科長が、その業務を掌理し、管理運営に関す

る最終的な責任及び権限を有している。 

また、システム情報学研究科の執行体制の充実・強化を図るため、多忙が予想され

る研究科長の職務を補佐する補助執行機関に相当する職として、2名の「副研究科長」

を置いている。 

2. 審議機関

(1) 学生の退学、休学、除籍その他学生の身分に関する事項

(2) 授業及び試験に関する事項

(3) 学生の厚生補導に関する事項

(4) 副研究科長の候補者の選考に関する事項

(5) 年次計画に関する事項

(6) 規則等(前項第 9号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項

(7) 予算に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、学長、学部長及び研究科長がつかさどる教育研

究に関する事項

(9) その他学長、学部長及び研究科長が意見を求める事項

以上の事項を審議する機関として「研究科教授会」を置き、研究科に配置された

神戸大学の専任の准教授、講師、助教及び助手（これらのうち特命教員を除く。）並

びに連携講座の教員をもって構成し、原則毎月１回開催している。 

3. 事務組織

事務組織は、研究科の管理運営及び教育研究に関するあらゆる事務を処理しなけれ

ばならないことから、学生や教職員を身近に支援できる体制を整えている。 

  具体的な組織体制としては、システム情報学研究科に係る庶務、渉外、教務及び会
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計に関する事務を独立して処理する「事務部」を置き、工学研究科とともに事務部長

の管理・監督下で事務を担当している。 
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11.自己点検・評価

11-1 全学的な取組

本学の教育研究水準の向上を図り、大学としての社会的使命を果たすため、「神戸大学に

おける内部質保証の基本的な考え方」、「神戸大学内部質保証指針」を制定し、指針に基づ

いて全学及び各部局等の教育・研究、社会貢献、組織・運営、施設・整備等の活動状況に

ついて点検・評価を実施している。 

点検・評価は、透明性と公正性を確保しつつ実施するものとする。すなわち、各部局等の

長は、点検・評価を行うに当たり、その方針、方法、分野等について、各教職員に対して十

分な情報を開示しなければならない。 

組織点検・評価に当たっては、自己点検・評価とともに、外部評価（ピア・レビュー等）

を必ず実施するものとしており、点検・評価は、可能な限り客観性や妥当性を担保できる証

拠に基づいて実施することとしている。 

本学における点検・評価は、以下の単位で実施している。 

(1) 国立大学法人神戸大学教員活動評価実施規程及び国立大学法人神戸大学年俸制適

用教員活動評価実施規程（以下「教員活動評価実施規程等」という。）に基づく教員個

人の教育研究活動等の点検・評価(「教員活動評価」） 

(2) 教育課程ごとの「教育課程点検・評価」

(3) 部局（教養教育を担当する大学教育推進機構以外の学内共同利用施設等の組織に係

る自己点検・評価の対象となる組織を除く。）ごとの「組織点検・評価」 

(4) 教育分野の対象ごとの「対象別点検･評価」

(5) 神戸大学評価委員会（以下「評価委員会」という。）による前号までの各点検・評

価に対する点検・評価 (「メタ点検・評価」) 

(6) 評価委員会による大学の「総括的点検・評価」

また、教員以外の職員の点検・評価についても、個人及び組織の単位で、各部局等におい

て実施している。 

内部質保証における全学的な責任体制は、中核となる委員会を国立大学法人神戸大学教

育研究評議会（以下「評議会」という。）とし、総括責任者を学長、自己点検・評価の責任

者を評価担当理事、改善・向上活動の責任者を内部質保証の各分野の対象の担当理事とし

ている。評価委員会は、各部局、各分野の点検・評価のメタ点検・評価を行い、評議会に

報告を行う。評議会は、評価委員会の報告を踏まえて、その点検・評価が妥当なものかど

うかの確認等を行う。 

また、自己点検・評価に係る根拠資料の収集・蓄積に当たっては、神戸大学情報データ

ベース (Kobe University Information Database：KUID) を活用し、点検・評価の作業自
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体が過剰な負担とならないように、合理的かつ効率的な仕組みの下で実施している。 

国立大学法人評価、認証評価、大学の総括的点検・評価、及び各部局等による点検・評

価に関する情報は原則として大学Webサイトにおいて内外に公表している。 

11-2 システム情報学研究科での取組

教育研究活動の現状に関する点検と評価を自主的に行い、教育研究水準向上のための改

革を不断のものとするため、「システム情報学研究科評価委員会」を設置し、自己点検・自

己評価を組織的かつ継続的に実施している。これにより、技術の進展や社会情勢の変化な

ど、システム情報学研究科を取り巻く様々な環境の変化を踏まえ、本研究科の教育研究活

動の現状認識を行っている。 

自己点検・自己評価の結果については、それを取りまとめた報告書を作成し、点検・評

価の視点、点検・評価結果の妥当性、点検・評価結果の客観性などについて、学外者から

構成される外部評価委員会に評価を依頼する。外部評価の結果については、教員へのフィ

ードバックを通じて、教育研究活動の改善及びそのためのシステム作りに役立てる。 
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12.情報の公表

 本学では、学校教育法第113 条及び学校教育法施行規則第172 条の2に基づき、教育研究

成果の普及や活用の促進に資するため、また、様々なステークホルダーへの説明責任を果

たすため、教育研究活動等の状況に関する情報を公表している。 

URL https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/education_info/index.html 

（HOME » 教育・学生生活 » 教育 » 教育情報の公表） 

（1） 大学の教育研究上の目的に関すること

・学部及び大学院研究科における人材の養成に関する目的その他教育研究上の目的

・アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー

（2） 教育研究上の基本組織に関すること

・学部・学科

・大学院研究科・専攻

（3） 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること

・学部・研究科別教員一覧

・教員の専門分野、保有学位、業績等

・教員数（教員組織及び職位別教員数、年代別教員数、外国人教員数、教員当たり

学生数

・教育研究上の活動状況（論文数・著書数、特許数、補助金等による主な採択プロ

グラム等）

（4） 入学者に関する受入れ方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業

又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関

すること

・入学者数・収容定員・在学者数

・学位授与及び退学等の状況

・卒業・修了者数、卒業・修了後の進路状況

・主な就職先/就職先詳細

・資格取得の状況

（5） 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること

・シラバス（授業テーマ、到達目標、授業計画等）

・各学部・研究科等の授業形態別平均履修者数等

（6） 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること

・単位認定、学位認定、成績評価の基準（大学として統一方針）

・卒業・修了認定の基準

・学位論文評価基準

（7） 校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
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・アクセス・キャンパスマップ

・運動施設、課外活動施設等

・学修・休息を行う環境の状況

（8） 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること

・授業料・入学料・検定料

・授業料・入学料免除

・教材購入費

（9） 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

・修学支援（奨学金制度、障害学生支援）

・学生生活サポート（学生相談・心身の健康相談・ハラスメント相談）

・キャリア形成支援（進路・就職相談、進路・就職データ、インターンシップ実績）

（10） その他

・神戸大学規則集

https://www.office.kobe-u.ac.jp/plan-rules/

・学部等の設置に係る情報

https://www.kobe-u.ac.jp/info/public-info/establish/index.html
・大学評価について

https://www.kobe-u.ac.jp/info/project/evaluation/index.html
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13.教育内容等の改善のための組織的な研修等

13-1 全学的な取組

神戸大学では、「教育憲章」及び「学位授与に関する方針」に掲げた教育目標を達成し、

教育の質の更なる向上を図るため、「神戸大学の教育推進に関する FD ガイドライン」を策

定し、全学及び各部局において教育推進に関わる組織的な FD を実施・推進している。また、

全学的な FD の推進に関すること等を審議する組織として、大学教育推進機構の下に「全学

評価・FD 委員会」を設置している。委員会では、大学教育の内部質保証に係る全学的な点

検・評価に関すること、全学的な FD の推進に関すること、その他評価及び FD に関するこ

とを審議するとともに、年度ごとに FD の重点課題を定めて全学的な FD の推進を図ってい

る。 

【具体的な取組例】 

・ 全学及び各部局で実施するFDやピアレビューをとりまとめた「FDカレンダー」を

作成、全学へ情報提供

・ ピアレビュー（授業参観）や各種アンケートの調査結果等から教育力及び教育成果

を検討し、授業及び研究指導の内容・方法の改善のための研修や講演会等を実施

・ 新規採用教員に対し、本学のビジョン・歴史、構成員としての倫理・使命、教育実

践・学生支援のための基礎的知識・技術等を身につけるための研修を実施

 大学職員に必要な知識・技能を修得させるとともに、必要な能力及び資質を向上させる

ことを目的として、各種研修を実施している。 

 大学経営を担う人材については、「国立大学法人神戸大学の経営人材育成の基本方針」に

おいて、育成方針（経営に関する能力の涵養、研修機会の提供）、人材確保について定めて

いる。 

【具体的な取組例】 

・ 職階別の事務職員研修、大学経営人材育成セミナー、幹部職員セミナー、国際業務研

修、広報業務研修等の実施

・ 各種スキルアップ研修（交渉力向上、デザイン思考、モチベーションマネジメント等）

・ アプリケーションソフトウェア研修

・ 放送大学を利用した職員自己啓発研修

13-2 システム情報学研究科での取組

平成 16 年度より、その卒業生によって構成されている公益法人である（社）神戸大学工
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学振興会の協力の下、優秀教育賞を授与している。これは、1年間の教育活動の実績に基づ

き、教育内容や教育技法の点で成果を挙げた教職員を積極的に表彰する制度である。 

教育研究活動の現状に関する点検と評価を自主的に行い、教育研究水準向上のための改

革を不断のものとするため、「システム情報学研究科評価委員会」を設置し、自己点検・自

己評価を組織的かつ継続的に実施している。これにより、技術の進展や社会情勢の変化な

ど、システム情報学研究科を取り巻く様々な環境の変化を踏まえ、本研究科の教育研究活

動の現状認識を行っている。 

自己点検・自己評価の結果については、それを取りまとめた報告書を作成し、点検・評

価の視点、点検・評価結果の妥当性、点検・評価結果の客観性などについて、学外者から

構成される外部評価委員会に評価を依頼する。外部評価の結果については、教員へのフィ

ードバックを通じて、教育研究活動の改善及びそのためのシステム作りに役立てる。 

学生による授業評価も実施しており、これを基にして授業内容と授業方法の改善を図っ

ている。また、演習科目、実験科目を対象とした学生からのアンケート調査を実施してお

り、実験内容、演習内容、及び教授法の改善に努めている。 

－設置等の趣旨（本文）－42－
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⼈材養成像と教育課程編成・実施の⽅針の関係

前期課程
⼈間性・創造性・国際性
深い学識
⾼度な専⾨的能⼒と複眼的な思考⼒
⾼度な研究能⼒

後期課程
⼈間性・創造性・国際性・リーダー
シップ
卓越した専⾨的能⼒・想像⼒・着想
⼒・研究能⼒

⼈材養成像

前期課程
C3ユニット科⽬
基盤科⽬
専⾨科⽬・展開科⽬
特定研究

後期課程
C3ユニット科⽬

特定研究

教育課程編成・実施の⽅針

資料１
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知的データ処理特論，システム
制御特論，計算流体特論，など

システム情報学的視座から社
会的課題解決や価値創造の⾒
⽅・捉え⽅，考え⽅を概観

C3ユニット
C3ユニット科⽬（M）

アクティブラーニングによるシ
ステム情報学エキスパート養成

・システム情報学講究
・システム情報学実践

アクティブラーニングに
よるリーダーシップ養成

・システム情報学総合講究
・システム情報学総合実践

異世代共創協働型
P2BL

異世代共創協働型
P2BL

特定研究

課題発⾒・解決⼒の取得課題発⾒・解決⼒の取得

論理的思考⼒,規範的判断⼒の取得論理的思考⼒,規範的判断⼒の取得 未来社会の構想・設計⼒の取得未来社会の構想・設計⼒の取得

システム情報学概論

C3ユニットを核とする教育プログラム

・学位取得
・社会，企業への還元
・学位取得
・社会，企業への還元

企業ニーズ
・俯瞰的視野，システム的思考⼒，未来社会の構想・設計⼒，課題発⾒・解決⼒，

論理的思考⼒，価値創造⼒，コミュニケーション⼒，など
・ICT，AI・データ分析，など

応⽤システム認識論，など

複眼的発想⼒の涵養

専⾨科⽬

サイバーとフィジ
カルの融合による
新たな価値の創出

サイバーとフィジ
カルの融合による
新たな価値の創出

総合知の活⽤によ
る課題解決
総合知の活⽤によ
る課題解決

基盤科⽬ 展開科⽬

社会的課題解決や価値創造
のために必要なシステム情
報技術・技法の習得

C3ユニット科⽬（D）

P2BL: Project/Problem Based Learning
（プロジェクトあるいは社会的・学術的課題に関わる学習）

資料２
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レジリエンス・セキュリティユニット

システム計画

システム計測

システム制御

システム数理

システム構造

システム知能

情報数理

アーキテクチャ

ソフトウェア

情報通信

情報システム

知的データ処理

メディア情報

創発計算

計算基盤

計算知能

計算流体

シミュレーション技法

計算分⼦⼯学

計算⽣物学

計算宇宙科学

教育研究分野

シ
ス
テ
ム
科
学
専
攻

情
報
科
学
専
攻

計
算
科
学
専
攻

改組前 改組後 未来

⽣命・情報ユニット

量⼦・知能ユニット

⾃然・環境ユニット

DX・価値ユニット
○○ユニット

○○ユニット

○○ユニット

○○ユニット

シ
ス
テ
ム
情
報
学
専
攻

○○ユニット

…

社会環境・ニーズの変化
デジタル×○○，レジリエンス社会，サイバーセキュリティ，
⼈⼯知能・データサイエンス，次世代コンピューティング

…

 C3ユニット︓柔軟性・機動性・先⾒性を備えた教育研究フレームワーク
（柔軟性︓分野組み換え，機動性︓素早い対応，先⾒性︓新領域の開拓）
• 学問的普遍性を有する教育研究分野を配置
• 複数の専⾨分野を連携した動的なユニット編成

これにより，社会環境・ニーズの変化に対して適応的・即応的に対応

 C3ユニット︓柔軟性・機動性・先⾒性を備えた教育研究フレームワーク
（柔軟性︓分野組み換え，機動性︓素早い対応，先⾒性︓新領域の開拓）
• 学問的普遍性を有する教育研究分野を配置
• 複数の専⾨分野を連携した動的なユニット編成

これにより，社会環境・ニーズの変化に対して適応的・即応的に対応

C3ユニット（Co-Creation and Collaboration）

健康・福祉ユニット

資料３
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⽣命・情報ユニット

健康・福祉ユニット

C3ユニット・教員・学⽣の関係

DX・価値ユニット

レジリエンス・セキュリティユニット

量⼦・知能ユニット

• 複数の教員が1つのC3ユニットに関わり，
ユニット内のProject/Problemを担当

• 1⼈の教員が⾃⾝の専⾨分野に応じて，
1つ以上のユニットに対してコミット

教員A

教員B

教員C

教員D

教員E

教員F

⾃然・環境ユニット

• 後期課程学⽣は1つ以上のProject/Problemに携わ
りC3ユニット科⽬を受講

• 前期課程学⽣はいずれかのC3ユニットのいずれかの
Project/Problemに携わりC3ユニット科⽬を受講

C3ユニット

M学⽣a

M学⽣b M学⽣c

M学⽣d

M学⽣e M学⽣f

M学⽣g

Project/
Problem
Project/
Problem

Project/
Problem
Project/
Problem ・・・

学内外協⼒機関
関連企業
⾃治体
 V.School
数理・データサイ

エンスセンター
計算科学教育セン

ター

・システム情報学総合講究
・システム情報学総合実践

・システム
情報学講究

・システム
情報学実践

D学⽣

資料４
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情報通信特論2: 2単位

情報通信特論1: 2単位

知能統合総論: 2単位

専⾨科⽬

展開科⽬

D3

D2

D1

M2

M1

【⼈材イメージ】
次世代通信技術と⼈
⼯知能技術，量⼦ア
ニーリング技術を修
得し、新しい知的情
報ネットワークの開
発が可能な技術者

【⼈材イメージ】
次世代通信技術・⼈
⼯知能技術・⼤規模
シミュレーション技
術をコアにして、異
分野融合のための新
たな理論・技術を創
造できる教員・研究
者

博⼠（システム情報学）

修⼠（システム情報学）
進
学

研究経過発表会

研究経過発表会

博⼠論⽂執筆

研究成果発表会（予備検討）

博⼠論⽂公聴会
（論⽂審査・最終試験）

システム情報学
概論2: 2単位

システム情報学
概論1: 2単位
基盤科⽬

履修モデル (博⼠ (システム情報学)、修⼠ (システム情報学))

情報数学特論1: 2単位

特定研究2: 6単位

特定研究1: 6単位

システム情報学
実践: 4単位

システム情報学
講究: 4単位

C3ユニット科⽬

量⼦・知能ユニット
（量⼦計算P）

特定研究: 6単位システム情報学
総合実践: 2単位

システム情報学
総合講究: 2単位

C3ユニット科⽬

⾃然・環境ユニット
（⽣命活動解析P）

【博⼠論⽂テーマ例】
⼤規模知的センサーネットワーク
の最適設計に関する研究

修⼠論⽂公聴会
（論⽂審査）

研究経過発表会

修⼠論⽂執筆

【修⼠論⽂テーマ例】
センサーネットワークにおける
知的経路制御 修了

修了

資料５
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システム計測特論2: 2単位

システム計測特論1: 2単位

ソーシャルロボティ
クス特論: 2単位

専⾨科⽬

展開科⽬

D3

D2

D1

M2

M1

【⼈材イメージ】
光学技術と情報科
学・計算機科学技術
を修得し、次世代光
センシング技術・情
報処理技術の開発が
可能な技術者

【⼈材イメージ】
最先端光科学技術と
情報科学や計算機科
学技術を⾼度に融合
させ、計測・情報処
理分野に新しい技術
やシステム、学問領
域を創造できる教
員・研究者

博⼠（⼯学）

修⼠（⼯学）
進
学

研究経過発表会

研究経過発表会

博⼠論⽂執筆

研究成果発表会（予備検討）

博⼠論⽂公聴会
（論⽂審査・最終試験）

システム情報学
概論2: 2単位

システム情報学
概論1: 2単位
基盤科⽬

履修モデル (博⼠ (⼯学)、修⼠ (⼯学))

システム構造特論1: 2単位

特定研究2: 6単位

特定研究1: 6単位

システム情報学
実践: 4単位

システム情報学
講究: 4単位

C3ユニット科⽬

⽣命・情報ユニット
（⽣体⼯学P）

特定研究: 6単位システム情報学
総合実践: 2単位

システム情報学
総合講究: 2単位

C3ユニット科⽬

⽣命・情報ユニット
（⽣体⼯学P）

【博⼠論⽂テーマ例】
時空間４次元光イメージング技術
の創成とその応⽤

修⼠論⽂公聴会
（論⽂審査）

研究経過発表会

修⼠論⽂執筆

【修⼠論⽂テーマ例】
多次元光センシング技術の⽣体
機能情報取得に関する研究 修了

修了
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計算基盤特論2: 2単位

計算流体特論1: 2単位

⼤規模シミュレー
ション総論: 2単位

専⾨科⽬

展開科⽬

D3

D2

D1

M2

M1

【⼈材イメージ】
シミュレーションと
ビッグデータ解析を
併⽤した⾼度数値解
析⼿法を⽤いて、
様々な分野において
活躍できる技術者

【⼈材イメージ】
数値シミュレーショ
ン技術とビッグデー
タ処理とを補完的に
活⽤した新しい計算
科学の⽅法論の構築
とその実利⽤ができ
る教員・研究者

博⼠（計算科学）

修⼠（システム情報学）
進
学

研究経過発表会

研究経過発表会

博⼠論⽂執筆

研究成果発表会（予備検討）

博⼠論⽂公聴会
（論⽂審査・最終試験）

システム情報学
概論2: 2単位

システム情報学
概論1: 2単位
基盤科⽬

履修モデル (博⼠ (計算科学)、修⼠ (システム情報学))

計算流体特論2: 2単位

特定研究2: 6単位

特定研究1: 6単位

システム情報学
実践: 4単位

システム情報学
講究: 4単位

C3ユニット科⽬

DX・価値ユニット
（価値創発P）

特定研究: 6単位システム情報学
総合実践: 2単位

システム情報学
総合講究: 2単位

C3ユニット科⽬

健康・福祉ユニット
（感染シミュレー
ションP）

【博⼠論⽂テーマ例】
富岳を⽤いたコロナ対策⾶沫拡散
シミュレーション

修⼠論⽂公聴会
（論⽂審査）

研究経過発表会

修⼠論⽂執筆

【修⼠論⽂テーマ例】
⼤規模流体⼒学シミュレー
ションによる⾃動⾞空⼒解析 修了

修了
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情報数学特論2: 2単位

情報数学特論1: 2単位

応⽤システム認識論: 
2単位

専⾨科⽬

展開科⽬

D3

D2

D1

M2

M1

【⼈材イメージ】
システム情報学の基
礎的な知識および⾒
識と⾼度な抽象的思
考⼒を兼ね備えた技
術者

【⼈材イメージ】
⾰新的な数学的理論
をコアにして、複数
分野にまたがる横断
的、学際的な基礎理
論・技術を創造でき
る教育者・研究者

博⼠（学術）

修⼠（システム情報学）
進
学

研究経過発表会

研究経過発表会

博⼠論⽂執筆

研究成果発表会（予備検討）

博⼠論⽂公聴会
（論⽂審査・最終試験）

システム情報学
概論2: 2単位

システム情報学
概論1: 2単位
基盤科⽬

履修モデル (博⼠ (学術)、修⼠ (システム情報学))

数理論理学特論1: 2単位

特定研究2: 6単位

特定研究1: 6単位

システム情報学
実践: 4単位

システム情報学
講究: 4単位

C3ユニット科⽬

DX・価値ユニット
（価値創発P）

特定研究: 6単位システム情報学
総合実践: 2単位

システム情報学
総合講究: 2単位

C3ユニット科⽬

量⼦・知能ユニット
（知能科学P）

【博⼠論⽂テーマ例】
創発現象を伴う多層システムの
圏論的モデルの研究

修⼠論⽂公聴会
（論⽂審査）

研究経過発表会

修⼠論⽂執筆

【修⼠論⽂テーマ例】
価値創造の数理的表現とその
基本的な性質 修了

修了
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神戸大学の学術研究に係る行動規範

平成 18 年 10 月 26 日制定

 学術研究は、研究者の内発的な知的好奇心を源とするものであ

り、その成果は、世界の平和、人類の進歩及び地球環境の保全に

貢献するものである。この意味において崇高な営みである学術研

究を持続的に進展させるためには、研究者に対し学術研究の自由

と研究者の自治が保障される必要があるが、同時に、研究者自身

による倫理的な自律が要求される。

 学術研究にあっては、その基礎となる数値等のデータが公開さ

れ、追試を通じたその成果の再現可能性が確認されてはじめて、

その成果の独創性を誇ることができるのであって、架空のデータ

に依拠することがあってはならない。また、学術研究とは、自己

の所説と先行業績との差異や優位性を明らかにする行為である

から、先行業績の盗用は排斥されなければならない。更に、学術

研究の成果について特許権等を取得する場合には、技術を社会に

公開する代償として権利が与えられるという特許制度の趣旨に

鑑て、不正な出願を行うことは許されない。

 国立大学法人における学術研究は国費である運営費交付金や

外部資金等によって支えられていることから、研究資金の不適正

な使用は、国民の負託を裏切り、大学の社会的信用を失墜させる

結果となるため、研究者には不正の誹りを招くことのない姿勢が

求められる。

 研究者も、そしてその研究者に学術研究の場を提供している大

学も、社会の一員であり、社会に対し法的、道義的な責任を負う

存在である。とりわけ、大学における学術研究は、一度その管理

を過てば社会に対し深刻な被害を与えるおそれがある素材及び

事象も扱っていることを、研究者は自覚しなければならない。

 学術研究の過程において、研究者が他人の個人情報に触れる機

会は多い。例えば、医学における臨床研究では、ヒトの病状など

の個人情報を扱うこととなる。また、大学は教育機関であるから、

学生の個人情報も扱うこととなる。したがって、大学において学

術研究に携わる者は、個人情報の管理に万全の注意を払うことが

求められる。

 大学における学術研究は、多数の、そして国籍、性別、年齢等

において多様な研究者の共同作業によって支えられている。研究

者の業績評価等に際して、国籍、性別、年齢等による差別があっ

てはならないし、共同作業の過程において、権限の濫用によるハ

ラスメントもあってはならない。

国立大学の法人化以降、研究者たる教員が企業等の役員を兼ね、

弁護士や弁理士等として登録するなどその活動範囲が更に広が

っている。これにより、教員が利益相反の事態を招来させる危険

性もある。

 これらのことから今般、神戸大学において「神戸大学の学術研

究に係る行動規範」 を定めるものである。神戸大学において学

術研究に携わるすべての者は、法令を遵守すべきことはもちろん

のこと、 以下に定められた行動規範の遵守についても、今まで

以上に厳しい自律が要請されていることを、強く自覚すべきであ

る。

1. 学術研究における不正行為の防止

研究者は、自らの研究活動のあらゆる局面において、捏造、

改ざん、盗用などの不正行為 ( ミスコンダクト) を行わない

ことはもとより、研究データ・資料の適切な取扱いと管理・

保存を徹底し、不正行為の発生を未然に防止するよう研究・

教育環境の整備に努めなければならない。

2. 研究成果の発表の在り方

研究者は、発表する研究データの信頼性の確保に向けて最

善の努力を払うとともに、他の研究者の研究成果やオリジナ

リティーを尊重して公正かつ適切な引用を行うことを基本姿

勢としなければならない。また、学術論文等の発表に際して

は、オーサーシップや既発表類似データの再利用などについ

て、各研究組織・研究分野・学術誌ごとにある固有の慣例・ル

ールに則って細心の注意を払い、著者全員の十分な了解のも

とに行うものとする。

3. 研究費の適正な使用

研究者は、研究の実施、外部資金を含む研究費の使用に当

たっては、 研究助成 (補助、委託) 目的等を最大限に尊重す

るとともに、各研究費ごとに定められた助成 (補助、委託) 条
件や使用ルール等を遵守しなければならない。

4. 環境・安全への配慮、生命倫理の尊重

研究者は、研究実施上、環境・安全に対して有害となる可能

性のあるもの (放射線、放射性同位元素、遺伝子組換え生物、

外来生物、核燃料物質、劇毒物、環境汚染物質等) を取り扱う

場合には、関連する法令、本学規則、関連省庁や学会等の指針

( ガイドライン) 等を遵守し、必要に応じて学内外の委員会で

の承認を受けるとともに、特に、ヒトや動物を対象とした研

究においては生命倫理を最大限に尊重しなければならない。

5. 研究成果・研究材料の共有、守秘義務の遵守、個人情報の保護

研究者は、自らの公表済みの研究成果並びに研究材料を広

く研究者コミュニティーに開放し、他の研究者が必要に応じ

て利用できるよう努めなければならない。一方で、協力研究

契約や知的財産権に係るものに関しては、所定の守秘義務を

遵守するとともに、他の研究者の未発表研究成果、特に論文

や研究費の審査の過程で知り得たものについては、守秘義務

を厳密に遵守しなければならない。さらに、研究の過程で入

手した他者の個人情報の保護に努め適正な取扱いを行うもの

とする。

6. 差別やハラスメントの排除

研究者は、研究活動のあらゆる局面において、各個人の人

格と自由を尊重し、属性や思想信条による差別を行わない。

また、研究上の優位な立場や権限を利用して、その指示・指導

等を受けるものに不利益を与えるような言動をとらない。

7. 利益相反の適切なマネジメント

研究者は、自らの研究行動に当たって、利益相反や責務相

反の発生に十分な注意を払い、かかる状況が発生する場合に

は、情報公開を行って適切なマネジメントを行うものとする。 

8. 研究指導者の責務

研究指導者は、研究グループ内における研究データ・資料

の適切な取扱いと管理・保存を責任をもって行うとともに、

研究グループ内の研究者が各自の能力を十分に発揮できるよ

うな研究環境の整備に努め、各研究者の貢献度の客観的評価

を通じて公正なグループ運営を行うものとする。また、研究

グループ内の研究者全員に本行動規範の内容を周知徹底し、

規範を逸脱することのないように最善の配慮を払わなければ

ならない。

資料６
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神戸大学における研究費の不正使用防止対策に関する基本方針 

令和３年１２月２１日 

学  長  決  定  

 

  神戸大学では、研究費を適切に管理し、有効に活用して円滑に研究を進めるため、文部科学大臣決

定「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）(令和 3 年 2 月 1 日改正)」

に基づき、以下のとおり取組みをすることとしました。 

  今後とも、本学は研究費を効率的・効果的に活用して、さらなる学術研究の発展を目指すため 

研究費の適正な使用に向けた取組みを推進していきます。 

 

１ 機関内の責任体制の明確化 

(1) 大学全体を統括し、研究費の運営・管理について最終責任を負う者（最高管理責任者）として、

学長を充てます。 

(2) 最高管理責任者を補佐し、研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者（統括管理

責任者）を配置します。 

(3) 部局における研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者（コンプライアンス推進

責任者）として部局の長を充てます。また、コンプライアンス推進責任者は、役割の実効性を確保

する観点から副責任者を配置して、日常的に目が届き、実効的な管理監督が行い得る体制を構築で

きるようにします。 

(4)研究費不正の根絶を実現するために、最高管理責任者の強力なリーダーシップの下、大学全体で

不正防止に取り組み、構成員の意識の向上と浸透を図ります。 

(5)監事は、大学の業務運営等を監査し、学長に直接意見を述べ、競争的研究費等の運営・管理につ

いても重要な監査対象として確認します。 

 

２ 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

(1) ルールの明確化・統一化  

  ・研究費の使用及び事務処理手続きに関するルールを明確にし、研究者及び研究支援者に周知を

図ります。 

・研究費の適正な運用のために、学内規則等の体系化を行います。 

(2) 構成員の意識向上(コンプライアンス教育・啓発活動の実施) 

  ・本学の役員及び職員（非常勤である者を含む。）その他本学の研究費の運営・管理に関わるすべ

ての者（以下「構成員」という。）の意識向上のため、研究費の適正使用のための取組指針を策

定します。 

  ・構成員を対象として、コンプライアンス教育（不正使用防止対策、ルール等）を実施します。  

  ・構成員に対して、関係ルールを遵守し不正使用を行わないことを誓約する書面の提出を求めます。 

 ・コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、競争的研究費等の

運営・管理に関わる全ての構成員に対して、コンプライアンス教育にとどまらず、不正根絶に向

けた啓発活動を実施します。 

(3) 告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備 

  ・研究費の不正使用に係る調査の手続き等について、明確化かつ透明化を図るため、規則等を整
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備します。 

・懲戒の種類及びその適用に必要な手続き等を明確にするため、規則等を整備します。

(4) 研究費の不正使用等に係る通報窓口の設置

・研究費の不正使用等に関する本学内外からの通報に対して適切に対応できるように通報窓口を

設置します。

３ 不正を発生させる要因の把握と不正使用防止計画の策定・実施 

(1) 不正を発生させる要因の把握と不正使用防止計画の策定・実施を図るため、不正使用防止計画

推進部署を置きます。

(2) 不正使用防止計画推進部署は、不正を発生する要因について、大学全体の状況を把握し、体系的

に整理して、これを防止するための不正使用防止計画を策定します。

(3) コンプライアンス推進責任者は、不正使用防止計画に基づき当該部局において必要な対策を実施

します。また、実施状況を確認するとともに統括管理責任者に報告します。

(4)不正使用防止計画推進部署は、監事及び内部監査部門と連携し、内部監査結果を不正使用防止計画

へ反映させることとします。

４ 研究費の適正な運営・管理活動 

(1) 物品等の購入依頼又は発注をするときは、発注段階でその支出財源の特定を行い、予算執行の

状況を遅滞なく把握できるようにします。

(2) 発注・検収業務は、原則事務部門が実施することとし、発注者以外によるチェックが有効に機能

するシステムを構築、運用します。 

(3) 研究者による発注を認める範囲等を明らかにして、研究者に周知徹底します。

(4) 非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理は、事務部門が採用時に面談や勤務条件の説明及び定

期的に出勤簿・勤務内容の確認等を行います。

(5) コンプライアンス推進責任者は、当該部局の研究費の管理・執行状況について 検証し、必要に

応じ改善策を講じます。

(6) 不正な取引に関与した業者への取引停止等に係る取扱及び措置基準を定めて周知徹底するとと

もに、本学と取引を行おうとする業者に対して誓約書の提出を求めます。

(7)旅費の支払いに当たっては、コーポレートカードの活用や旅行業者への業務委託等により、研究

者が支払いに関与する必要のない仕組みを導入します。

５ 情報発信・共有化の推進 

(1) 研究費の不正への取組みに関する基本方針、取組指針等を公表し、公正かつ透明性の高い 運用

を図ります。

(2) 研究費の不正使用を事前に防止するために、研究費に係る事務処理手続き及び使用ルール等に関

する相談を受け付ける窓口を設置します。

（3）研究費の不正使用防止に関係する諸規則を学内外の利用者の視点に立って、わかりやすく  体系

化・集約化してホームページに掲載し、積極的な情報発信を行います。 

６ モニタリングのあり方 
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(1) 研究費の適正な管理のため、本学全体の視点からモニタリング及び監査制度を整備し、実施しま

す。

(2)内部監査の実施に当たっては、過去の内部監査や、モニタリングを通じて把握された不正発生要

因に応じて、監査計画を随時見直し、効率化・適正化を図るとともに、専門的な知識を有する者

を活用して内部監査の質の向上を図ります。(3) 内部監査部門は、効率的・効果的かつ多角的な

内部監査を実施するために、監事及び会計監査人との連携を強化し、必要な情報提供等を行うと

ともに、大学における不正防止に関する内部統制の整備・運用状況や、モニタリング、内部監査

の手法、競争的研究費等の運営・管理の在り方等について定期的に意見交換を行います。

(4)内部監査部門と不正使用防止計画推進部署とは連携し、内部監査結果等については、コンプライ

アンス教育及び啓発活動にも活用するなどして周知を図り、大学全体として同様のリスクが発生

しないよう徹底します。 
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神戸大学における研究費の適正使用のための取組指針 

令和３年１２月２１日改正 

  神戸大学（以下「本学」という。）における学術研究は国費である運営費交付金や外部資金等によって

支えられていることから、研究費の不正使用は国民の負託を裏切り、大学の社会的信用を失墜させる結果

となる。 

このことを踏まえ、本学の研究費の適正な運営・管理を目的として、本学の役員及び職員（非常勤であ

る者を含む。）その他本学の研究費の運営・管理に関わるすべての者（以下「構成員」という。）が取り

組むべき指針を定めるものである。 

1 構成員は、研究費はすべて大学において組織として管理するものであることを十分認識し、公正かつ

効率的に使用しなければならない。 

2 構成員は、研究費の使用にあたり、関係法令・通知、助成条件、本学の規則等、事務処理手続き及び

使用ルールを遵守しなければならない。 

3 構成員は、不正使用防止対策の理解や意識を高めるためのコンプライアンス教育を受講するとともに

関係法令等、使用ルールに関する知識の習得や事務処理手続きの理解に努めなければならない。 

4 構成員は、研究を円滑に進めるため研究計画に沿って研究費の計画的かつ適正な使用に努めなければ

ならない。 

5 構成員は、研究費の不正使用が本学全体、さらには広く研究活動に携わるすべての者に深刻な影響を 

与えることを自覚し、行動しなければならない。 

6 構成員は、規則等を遵守し、不正使用を行わないことを誓約する書面(誓約書)を提出しなければなら 

ない。 

7 構成員は、研究費の使用にあたり、取引業者との関係において国民の疑惑や不信を招くことのない 

よう努めなければならない。 

8 構成員は、コンプライアンス教育で知識を習得する等、常に意識の向上と維持に努め、不正を起こさ

せない組織風土の形成に努めなければならない。 
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科学技術イノベーション専攻 科学技術イノベーション専攻

情報知能⼯学科

システム情報学専攻

建築学専攻

市⺠⼯学専攻

電気電⼦⼯学専攻

機械⼯学専攻

応⽤化学専攻

建築学専攻

市⺠⼯学専攻

電気電⼦⼯学専攻

機械⼯学専攻

応⽤化学専攻

システム情報学研究科
（博⼠課程前期課程）

システム情報学研究科
（博⼠課程後期課程）
システム情報学専攻

建築学科

市⺠⼯学科

電気電⼦⼯学科

機械⼯学科

応⽤化学科

他学部・他⼤学 他研究科・他⼤学⼤学院

科学技術イノベーション研究科
（博⼠課程前期課程）

科学技術イノベーション研究科
（博⼠課程後期課程）

⼯学研究科
（博⼠課程前期課程）

⼯学研究科
（博⼠課程後期課程）⼯学部

基礎となる学部との関係
資料７
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0国立大学法人神戸大学職員就業規則

（平成16年4月1日制定）

第1章 総則

（目的）

改正 平成16年11月18日

平成18年3月28日

平成20年3月18日

平成22年3月23日

平成25年11月26日

平成26年11月28日

平成28年3月22日

平成29年3月21日

平成29年9月29日

令和元年11月26日

令和3年3月30�

平成18年1月24日

平成19年3月20日

平成21年3月31日

平成25年3月27日

平成26年3月26日

平成27年3月23日

平成28年9月21日

平成29年9月26日

平成31年3月29日

令和2年3月24日

第1条 この就業規則（以下「規則」という。）は， 国立大学法人神戸大学（以下「大

学」という。）の教育研究機関としての特性及び社会的役割をふまえて， 大学に

勤務する職員の労働条件， 服務規律その他の就業に関して必要な事項を定める。

2 この規則に定めのない事項については， 労働基準法（昭和22年法律第49号。以下

「労基法」という。）その他の関係法令の定めるところによる。

（適用範囲）

第2条 この規則は， 大学に勤務する職員に適用する。ただし， 準正規職員， 非常

勤職員， 船員法（昭和22年法律第100号）に規定する船員， 第67条の規定により再

雇用する職員， クロスアポイントメント制の適用を受ける職員並びに特命職員及

び特定有期雇用医療職員を除く。

2 前項ただし書に該当する職員の就業等に関する事項については， 別に定める。

（規則の遵守）

第3条 大学及び職員は， この規則を遵守し， その誠実な履行に努めなければなら

なし‘。

第2章 採用

（採用）

第4条 職員の採用は， 試験又は選考による。

2 職員の採用手続等について必要な事項は， 国立大学法人神戸大学職員採用， 降

任， 解雇等に関する規程（以下「採用等規程」という。）の定めるところによる。

（提出書類）

第5条 職員に採用された者は， 採用等規程に定める書類を速やかに提出しなけれ

ばならない。

2 提出した書類の記載事項に変更があった場合は， その都度速やかに届け出なけ

ればならない。

（労働条件の明示）

第6条 大学は， 職員の採用に際し， 次に掲げる労働条件を明示する。

(1) 労働契約の契約期間に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻， 所定労働時間を超える労働の有無， 休憩時間， 休日

休暇並びに労働者を2組以上に分けて働かせる場合における就業時転換に関す

る事項

(4) 給与の決定， 計算及び支払いの方法， 給与の締切及び支払いの時期並びに

昇給に関する事項

資料８

－設置等の趣旨（資料）ｰ　29　ｰ 



－設置等の趣旨（資料）ｰ　30　ｰ 



－設置等の趣旨（資料）ｰ　31　ｰ 



－設置等の趣旨（資料）ｰ　32　ｰ 



－設置等の趣旨（資料）ｰ　33　ｰ 



－設置等の趣旨（資料）ｰ　34　ｰ 



－設置等の趣旨（資料）ｰ　35　ｰ 



－設置等の趣旨（資料）ｰ　36　ｰ 



－設置等の趣旨（資料）ｰ　37　ｰ 



－設置等の趣旨（資料）ｰ　38　ｰ 



－設置等の趣旨（資料）ｰ　39　ｰ 



－設置等の趣旨（資料）ｰ　40　ｰ 



－設置等の趣旨（資料）ｰ　41　ｰ 



－設置等の趣旨（資料）ｰ　42　ｰ 



曜日 曜日 授業科目 教　員 教室 授業科目 教　員 教室 授業科目 教　員 教室 授業科目 教　員 教室 授業科目 教　員 教室

システム情報学概論1 全教員 C1-301 システム計画特論１ 貝原 LR203 システム計測特論１ 的場 LR203

（基盤科目、2単位、必修） (専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択）

応用論理学特論１ 酒井 LR204 ソフトウェア特論１ 宋 LR204

(専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択）

システム計画特論２ 藤井 LR203 システム計測特論２ 仁田 LR203

(専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択）

応用論理学特論２ 菊池 LR303 ソフトウェア特論２ 宋 LR303

(専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択）

システム数理特論２ 増淵 LR303 システム制御特論１ 羅 LR303 計算宇宙科学特論１ 臼井 LR303 システム数理特論４ 若生 LR303

(専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択）

創発計算特論１ 玉置 LR304 知的データ処理特論１ 大川 LR304 メディア情報特論１ 滝口 LR304

(専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択）

システム数理特論１ 佐野 LR403 システム制御特論２ 全 LR403 計算宇宙科学特論２ 三宅 LR403 システム数理特論３ 國谷 LR403

(専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択）

創発計算特論２ 浦久保 LR404 知的データ処理特論２ 大川 LR404 メディア情報特論２ 高島 LR404

(専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択）

システム構造特論１ 小林 LR403 システム情報学概論2 全教員 LR201 計算基盤特論１ 横川 LR203 情報セキュリティ運用論特論１ 鳩野 C2-301

(専門科目、2単位、選択） （基盤科目、2単位、必修） (専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択）

計算流体特論１ 坪倉

(専門科目、2単位、選択） LR404

システム構造特論２ 中本 LR403 計算基盤特論２ 谷口 LR403 情報セキュリティ運用論特論２ 伴 LR403

(専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択）

計算流体特論２ 李 LR203

(専門科目、2単位、選択）

情報通信特論1 太田 LR303 システム知能特論１ 熊本 LR303 情報数学特論１ 桔梗 LR404 数理論理学特論１ 倉橋 LR404 大規模シミュレーション総論 LR204

(専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択） （展開科目、2単位、選択）

シミュレーション技法特論１ 陰山 C2-301 計算分子工学特論１ 天能 C2-301 計算生物学特論１ 田中 C2-301

(専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択）

情報通信特論2 太田 LR403 システム知能特論２ 殷 LR403 情報数学特論２ 澤 LR403 数理論理学特論２ ブレンドレ LR403

(専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択）

シミュレーション技法特論２ 坂本 LR404 計算分子工学特論２ 土持 LR404 計算生物学特論２ 森 LR404

(専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択） (専門科目、2単位、選択）

授業科目 教　員 授業科目 教　員

応用システム認識論(１前） 奥田 特定研究１（1通） 各教員

応用システム計画論（1前） 吉河、佐藤（智） 特定研究２（2通） 各教員

超並列処理特論（１前） 朴 システム情報学講究（1通） 全教員

知能統合特論（１後） 上田、河原 システム情報学実践（2通） 全教員

ソーシャルロボティクス特論（１後） 塩見、石井、港

地球シミュレーション（１後） 坪井、古市、桑谷

富田
今村
横田
大浪
中村
曽田

佐藤（健）
西澤
辻

2023年度システム情報学専攻　授業時間割表（博士課程前期課程用）

時限 １　　 （８：５０～１０：２０） ２　　（１０：４０～１２：１０） ３　　（１３：２０～１４：５０） ４　　（１５：１０～１６：４０） ５　　（１７：００～１８：３０）

月

前期

後期

火

前期

後期

水

前期

後期

木

前期

金

前期

後期

展開科目（集中講義・その他, 2単位、選択）
登録済科目

※下記記科目は，教務情報システムでは，
「集中講義・その他」欄に登録されます。

後期
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ラーニング
コモンズ

（⾃習室）
⾃習室

703
教員

研究室

702
教員

研究室

709 研究室
（学⽣居室）

708
研究室

（学⽣居室）
706・707

ゼミ室

710
実験室

自然科学総合研究棟3号館7階の見取図（赤枠：研究科、青枠：共用）

708研究室（学⽣居室）

教員スペース

709研究室（学⽣居室）

事務補佐員
スペース

休憩スペース

棚

棚

棚

706・707ゼミ室

ラーニングコモンズ
⾃習室

－設置等の趣旨（資料）ｰ　45　ｰ 



701‐1
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